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(57)【要約】
　生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を
決定する方法が開示される。その方法は、生体の３次元
空間表現上で定められた合成熱空間画像を取得し、かつ
、熱的なデータを、それぞれが格子上の強度値によって
表される複数の画素の形態で前記３次元空間表現の表面
上に格子様に配列させるステップを含む。その方法はさ
らに、格子上で概して同様な強度値によって表されてい
る少なくとも１つのセットになる画素を検索するステッ
プを含む。画素のうちの少なくとも数セットに対して、
その方法は、複数の場所を定め、それぞれの場所がセッ
トのうちの少なくとも１組の画素と関連付けられており
、かつ、その場所の各ポイントが対の画素のうちの個々
の画素から等しい熱的距離にあるように定められている
。その複数の場所は、３次元の熱的に区別可能な内部領
域を決定するために使用される。
【選択図】　図１２ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内における熱経路を計算する方法であって、
　生体の３次元空間表現上で定められた合成熱空間画像であって前記３次元空間表現の表
面と関連付けられた熱的なデータを有する合成熱空間画像を取得するステップ；
　前記熱空間画像内における少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを同定するステ
ップ；および
　熱経路を計算するために前記熱空間画像および前記熱的に区別可能なスポットを使用す
るステップ
を含む方法。
【請求項２】
　生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するために、少なくとも２つ
の熱軌道を使用するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　生体の異なる姿勢を表す付加的な合成熱空間画像を取得するステップ；
　前記異なる姿勢に対応した３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するために、前記
熱的に区別可能なスポットの同定および勾配計算を反復するステップ；および
　異なる姿勢に対応した３次元の熱的に区別可能な内部領域を比較するステップ
をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　生体内における熱経路を計算するための装置であって、
　生体の３次元空間表現上で定められた合成熱空間画像であって前記３次元空間表現の表
面と関連付けられた熱的なデータを有する合成熱空間画像を受け入れるための入力ユニッ
ト；
　前記合成熱空間画像内における少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを同定する
ためのスポット同定ユニット；および
　前記熱空間画像および前記熱的に区別可能なスポットに基づいて、生体内における熱経
路を計算するための計算機
を含む装置。
【請求項５】
　少なくとも２つの熱軌道に基づいて、生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領
域を決定するために設計されかつ構成された、領域決定ユニットをさらに含む、請求項４
に記載の装置。
【請求項６】
　前記熱経路は、前記スポットにおける前記表面の空間的勾配を計算することにより算出
される、請求項１または４に記載の方法または装置。
【請求項７】
　生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定する方法であって、
　生体の３次元空間表現上で定められた合成熱空間画像であってそれぞれが格子上の強度
値によって表される複数の画素の形態で前記３次元空間表現の表面上に格子様に配列させ
られた熱的なデータを有する合成熱空間画像を取得するステップ；
　前記格子上で概して同様な強度値によって表されている少なくとも１つのセットになる
画素を検索するステップ；および
　前記少なくとも１つのセットになった画素のうちの少なくとも１つに対して、それぞれ
の場所が前記セットのうちの少なくとも１組の画素と関連付けられており、かつ、前記場
所の各ポイントが前記１組の画素のうちの個々の画素から等しい熱的距離にあるように定
められている複数の場所を定め、３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するために前
記複数の場所を使用するステップ
を含む方法。
【請求項８】
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　生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するための装置であって、
　生体の３次元空間表現上で定められた合成熱空間画像であってそれぞれが格子上の強度
値によって表される複数の画素の形態で前記３次元空間表現の表面上に格子様に配列させ
られた熱的なデータを有する合成熱空間画像を受け入れるための入力ユニット；
　前記格子上で概して同様な強度値によって表されている少なくとも１つのセットになっ
た画素を検索するための検索ユニット；
　それぞれの場所が前記セットのうちの少なくとも１組の画素と関連付けられており、か
つ、前記場所の各ポイントが前記１組の画素のうちの個々の画素から等しい熱的距離にあ
るように定められている複数の場所を定めるための場所特定ユニット；および
　前記複数の場所に基づいて、３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するための領域
決定ユニット
を含む装置。
【請求項９】
　前記複数の場所のうちの少なくとも１つの場所は平面である、請求項７または８に記載
の方法および装置。
【請求項１０】
　３次元の熱的に区別可能な内部領域は、前記複数の場所によって少なくとも部分的に境
界づけられている、請求項７または８に記載の方法および装置。
【請求項１１】
　３次元の熱的に区別可能な内部領域は、前記複数の場所のうちの少なくとも数個の場所
が交差している線に基づいて決定される、請求項７または８に記載の方法および装置。
【請求項１２】
　前記３次元の熱的に区別可能な内部領域内における発源領域の所在位置を特定するステ
ップをさらに含む、請求項２または７に記載の方法。
【請求項１３】
　前記３次元の熱的に区別可能な内部領域内における発源領域の所在位置を特定するため
の発源領域所在位置特定装置をさらに含む、請求項５または８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記発源領域は、前記３次元の熱的に区別可能な内部領域の重心、重み付けされた重心
および質量中心からなるグループから選択される、請求項１２または１３に記載の方法お
よび装置。
【請求項１５】
　生体内における多数の熱的に区別可能な対象物を決定する方法であって、
　生体の３次元空間表現上で定められた合成熱空間画像であって前記３次元空間表現の表
面と関連付けられた熱的なデータを有する合成熱空間画像を取得するステップ、ただし、
前記熱的なデータは、前記表面上の少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを取り囲
んでいる閉じた等温曲線によって特徴付けられている；
　前記合成熱空間画像に基づいて、生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を
決定するステップ；
　前記３次元空間表現内における境界を定めるために前記３次元空間表現を分析するステ
ップであって、そこでは、前記境界の一方の側に存在しているポイントは前記表面上の単
一の熱的に区別されたスポットに対応しており、一方で、前記境界の別の側に存在してい
るポイントは前記表面上の複数の熱的に区別されたスポットに対応している、分析ステッ
プ；および
　生体内における熱的に区別可能な対象物の数を決定するために、前記３次元の熱的に区
別可能な内部領域を前記境界と比較するステップ
を含む方法。
【請求項１６】
　前記３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するステップは、
　前記熱空間画像において少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを特定するステッ
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プ；
　前記スポットにおける前記表面の空間的勾配を計算し、これにより、生体内における熱
経路を計算するステップ；および
　前記３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するために、少なくとも２つの熱軌道を
使用するステップ
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記熱的なデータは、それぞれが前記格子上の強度値によって表される複数の画素の形
態で前記表面上に格子様に配列され、かつ、前記３次元の熱的に区別可能な内部領域を決
定するステップは、
　前記格子上で概して同様な強度値によって表される少なくとも１つのセットになる画素
を検索するステップ；および
　前記少なくとも１つのセットになった画素のうちの少なくとも１つに対して、それぞれ
の場所が前記セットのうちの少なくとも１組の画素と関連付けられており、かつ、前記場
所の各ポイントが前記１組の画素のうちの個々の画素から等しい熱的距離にあるように定
められている複数の場所を定め、前記３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するため
に前記複数の場所を使用するステップ
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　生体内における熱的に区別可能な対象物の数を決定するための装置であって、
　生体の３次元空間表現上で定められ合成熱空間画像であって前記３次元空間表現の表面
と関連付けられた熱的なデータを有する合成熱空間画像を受け入れるための入力ユニット
、ただし、前記熱的なデータは、前記表面上の少なくとも１つの熱的に区別可能なスポッ
トを取り囲んでいる閉じた等温曲線によって特徴付けられている；
　前記合成熱空間画像に基づいて生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を決
定するための領域決定ユニット；
　前記３次元空間表現内における境界を定めるために前記３次元空間表現を分析するため
の分析装置であって、そこでは、前記境界の一方の側に存在しているポイントは前記表面
上の単一の熱的に区別されたスポットに対応しており、一方で、前記境界の別の側に存在
しているポイントは前記表面上の複数の熱的に区別されたスポットに対応している、分析
装置；および
　生体内における熱的に区別可能な対象物の数を決定するために、前記３次元の熱的に区
別可能な内部領域を前記境界と比較するための比較ユニット
を含む装置。
【請求項１９】
　前記熱空間画像内における少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを同定するため
のスポット同定ユニット；および
　前記スポットにおける前記表面の空間勾配を計算し、これにより、生体内における熱経
路を計算するための勾配計算機
をさらに含み、前記領域決定ユニットが、少なくとも２つの熱軌道に基づいて、前記３次
元の熱的に区別可能な内部領域を決定するために設計されかつ構成される、請求項１８に
記載の装置。
【請求項２０】
　前記熱的なデータは、それぞれが前記格子上の強度値によって表される複数の画素の形
態で前記表面上に格子様に配列され、かつ、装置が、
　前記格子上で概して同様な強度値によって表されている少なくとも１つのセットになる
画素を検索する検索ユニット；および
　それぞれの場所が前記セットのうちの少なくとも１組の画素と関連付けられており、か
つ、前記場所の各ポイントが前記１組の画素のうちの個々の画素から等しい熱的距離にあ
るように定められている複数の場所を定めるための場所特定ユニット
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をさらに備え、前記領域決定ユニットが、前記複数の場所に基づいて、前記３次元の熱的
に区別可能な内部領域を決定するように設計されかつ構成される、請求項１８に記載の装
置。
【請求項２１】
　少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得し、前記合成熱空間画像を形成するため
に、前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像を前記３次元空間表現上にマッピングす
るステップをさらに含む、請求項１、７、または１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記マッピングステップは、生体の放射率データによって前記少なくとも１つのサーモ
グラフィー画像に重み付けを行うステップを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像は複数のサーモグラフィー画像を含む、請
求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複数のサーモグラフィー画像のうちの少なくとも２つは生体が異なる姿勢にあると
きに取得される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　少なくとも１つの付加的な合成熱空間画像を取得するステップをさらに含み、前記少な
くとも１つの付加的な合成熱空間画像は生体の異なる姿勢に対応している、請求項１、７
、または１５に記載の方法。
【請求項２６】
　生体の複数の３次元空間表現を取得するステップ；
　少なくとも２つの３次元空間表現に対して、前記３次元空間表現の表面における等温曲
線の予測されるトポロジーを決定するために、それぞれの３次元空間表現を分析するステ
ップ；および
　前記予測されるトポロジーに基づいて前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像に対
する視点および／または生体の姿勢を選択するステップ
をさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２７】
　生体に関する異なる視点および／または生体の異なる姿勢に対応した、生体の少なくと
も１つの付加的な３次元空間表現を取得するステップ；
　生体内における前記３次元の熱的に区別可能な内部領域に基づいて、前記少なくとも１
つの付加的な３次元空間表現の表面に等温曲線の予測されるトポロジーを構築するステッ
プ；
　前記異なる視点および／または前記異なる姿勢に対応した少なくとも１つの付加的な合
成熱空間画像を取得するステップ；
　前記少なくとも１つの合成熱空間画像を前記等温曲線の前記予測されるトポロジーと比
較するステップ；および
　前記比較に関するレポートを発行するステップ
をさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記３次元空間表現を構築するステップをさらに含む、請求項２、７、または１５に記
載の方法。
【請求項２９】
　前記３次元空間表現を取得するステップは、身体に赤外領域におけるあるパターンを照
射するステップ、身体および前記パターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取
得するために少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置を使用するステップ、
前記パターンに対応したレンジデータを計算するステップ、および身体の３次元空間表現
を構築するために前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像および前記レンジデータを
使用するステップ
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を含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　生体の前面の熱空間イメージングのためのシステムであって、内部に生体の前面の少な
くとも１つのサーモグラフィー画像を取得するための少なくとも１つのサーモグラフィー
イメージング装置を有する体内プローブシステム、および生体の前面の合成熱空間画像を
提供しかつ表示するために、前記体内プローブシステムから受信された画像データを分析
するためのデータ処理装置を含むシステム。
【請求項３１】
　生体の前面の少なくとも１つの可視光画像を取得するための少なくとも１つの可視光イ
メージング装置をさらに含む、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　あるパターンを身体の前面に照射するための照射装置をさらに含む、請求項３０に記載
のシステム。
【請求項３３】
　前記体内プローブシステムは、肛門を通じて挿入することができるように適合化される
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記体内プローブシステムは、膣を通じて挿入することができるように適合化される、
請求項３０に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記体内プローブシステムは、尿道を通じて挿入することができるように適合化される
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記体内プローブシステムは、食道を通じて挿入することができるように適合化される
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記体内プローブシステムは移送機構に取り付けられる、請求項３０に記載のシステム
。
【請求項３８】
　前記移送機構は、内視鏡プローブおよびカテーテルからなるグループから選択される、
請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　予め定められた視点から生体の一連のサーモグラフィー画像を取得するステップ；
　前記サーモグラフィー画像における熱的な変化を抽出するために、前記サーモグラフィ
ー画像を比較するステップ；および、
　前記熱的な変化が予め定められた閾値以下であったときに、生体が概して安定した熱的
状態にあることを示すレポートを発行するステップ
を含む方法。
【請求項４０】
　前記取得および前記比較ステップは実質的に同時に実施される、請求項３９に記載の。
【請求項４１】
　少なくとも数個のサーモグラフィー画像が事前に取得されている単一のサーモグラフィ
ー画像と比較される、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　少なくとも数個のサーモグラフィー画像が事前に取得されている複数のサーモグラフィ
ー画像と比較される、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
　前記熱的な変化をディスプレイ装置に表示するステップをさらに含む、請求項３９に記
載の方法。
【請求項４４】
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　生体内における医療装置の位置をモニタリングする方法であって、医療装置の温度を生
体の平均温度とは充分に異なるある温度に設定するステップ、生体の少なくとも１つの合
成熱空間画像を形成するステップ、および生体内における挿入可能な装置の位置をモニタ
リングするために、前記少なくとも１つの合成熱空間画像を使用するステップを含む方法
。
【請求項４５】
　生体内に挿入可能な医療装置であって、近位側端部、遠位側端部および前記近位側端部
から前記遠位側端部にまで延びているオプティカルファイバを有する中空構造物を含んで
おり、前記オプティカルファイバは、前記遠位側端部から前記近位側端部へ熱放射を伝え
ることができるように設計されかつ構成される医療装置。
【請求項４６】
　前記中空構造物および前記オプティカルファイバは異なる材料から作られている、請求
項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記オプティカルファイバは、前記中空構造物内における通路によって定められる、請
求項４５に記載の装置。
【請求項４８】
　レンジ・イメージング・システムのための照射装置であって、光ビームを発生させるた
めの光源、ダイナミックビーム偏向器、およびそれぞれが異なる画像を形成するように設
計されている複数の区別された領域を有する画像形成エレメントを含み、ここで、前記ダ
イナミックビーム偏向器は、異なる時間で異なる画像を形成するために前記画像形成エレ
メントをスキャンすることができるように設計されかつ構成される、照射装置。
【請求項４９】
　前記光源はレーザー装置を含んでおり、前記光ビームはレーザービームである、請求項
４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記ダイナミックビーム偏向器は可動ミラーを含む、請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記ダイナミックビーム偏向器は電気光学材料を含む、請求項４８に記載の装置。
【請求項５２】
　身体の３次元空間表現を構築する方法であって、
　身体に赤外領域におけるあるパターンを照射するステップ；
　身体および前記パターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得するために少
なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置を使用するステップ；
　前記パターンに対応したレンジデータを計算するステップ；および
　身体の３次元空間表現を構築するために前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像お
よび前記レンジデータを使用するステップを含む方法。
【請求項５３】
　前記取得ステップは、少なくとも２つの異なる視点から身体および前記パターンの少な
くとも２つのサーモグラフィー画像を取得することを含む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　身体の３次元空間表現を構築するためのシステムであって、
　赤外領域におけるあるパターンを身体に照射することができるように設計されかつ構成
されている照射装置；
　身体および前記パターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得することがで
きるように設計されかつ構成されている、少なくとも１つのサーモグラフィーイメージン
グ装置；および
　前記パターンに対応したレンジデータを計算し、身体の３次元空間表現を構築するため
に前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像および前記レンジデータを使用することが
できるように設計されかつ構成されているデータ処理装置
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を含むシステム。
【請求項５５】
　前記少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置は、少なくとも２つの異なる
視点から身体および前記パターンの少なくとも２つのサーモグラフィー画像を取得するこ
とができるように設計されかつ構成される、請求項５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記パターンは、時系列コーディングによって３次元空間表現の構築が可能なように選
択される、請求項５２または５４に記載の方法またはシステム。
【請求項５７】
　前記パターンは、空間コーディングによって３次元空間表現の構築が可能なように選択
される、請求項５２または５４に記載の方法またはシステム。
【請求項５８】
　前記レンジデータは飛行時間法により算出される、請求項５２または５４に記載の方法
またはシステム。
【請求項５９】
　前記レンジデータは三角測量法により算出される、請求項５２または５４に記載の方法
またはシステム。
【請求項６０】
　前記照射を特性化するパルス長は２０ミリ秒よりも短い、請求項５２または５４に記載
の方法またはシステム。
【請求項６１】
　前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像の取得は、２０ミリ秒未満の露光時間によ
り特徴付けられる、請求項５２または５４に記載の方法またはシステム。
【請求項６２】
　前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像の取得は、単一の露光時間の間に行われる
多数回の読み出しを含む、請求項５２または５４に記載の方法またはシステム。
【請求項６３】
　前記多数回の読み出しのうちの少なくとも２回の読み出しは累積的に実行される、請求
項６２に記載の方法またはシステム。
【請求項６４】
　前記照射はレーザー光によって実施される、請求項５３または５４に記載の方法または
システム。
【請求項６５】
　少なくとも数個のサーモグラフィー画像に対して、身体によって発生された熱に由来す
る画像データをフィルターにかけて除去するステップをさらに含む、請求項５３に記載の
方法。
【請求項６６】
　前記パターンを伴うことなく身体の少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得する
ステップをさらに含み、ここで、前記画像データをフィルターにかけて除去するステップ
は、前記パターンを伴って取得されたサーモグラフィー画像から前記パターンを伴うこと
なく取得されたサーモグラフィー画像を差し引くことを含んでいる、請求項６５に記載の
方法。
【請求項６７】
　前記画像データ処理装置は、身体によって発生された熱に由来する画像データをフィル
ターにかけて除去することができるように設計されかつ構成される、請求項５４に記載の
システム。
【請求項６８】
　前記画像データ処理装置は、前記パターンを伴って取得されたサーモグラフィー画像か
ら前記パターンを伴うことなく取得されたサーモグラフィー画像を差し引き、これにより
、前記画像データをフィルターにかけて除去することができるように設計されかつ構成さ



(9) JP 2010-531198 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

れる、請求項６７に記載のシステム。
【請求項６９】
　身体の３次元空間表現を構築する方法であって、
　身体に一連のスポットを照射するステップ、ただし、前記一連のスポットのうちの少な
くとも１つのスポットは前記一連のスポットにおける他のすべてのスポットから区別可能
である；
　少なくとも２つの異なる視点から身体および前記一連のスポットの少なくとも２つの画
像を取得するために少なくとも１つのイメージング装置を使用するステップ；
　各画像における前記一連のスポットの所在位置を特定するステップ；
　各画像において、前記少なくとも１つの区別可能なスポットを同定し、前記一連のスポ
ットにおける他のすべてのスポットを同定するために前記少なくとも１つの区別可能なス
ポットを使用するステップ；および
　前記一連のスポットに対するレンジデータを計算し、身体の３次元空間表現を構築する
ために前記レンジデータを使用するステップ
を含む方法。
【請求項７０】
　レンジ・イメージング・システムを較正する方法であって、
　それぞれが図形エントリおよび前記図形エントリの視点に対応した角度エントリを有し
ている複数のエントリを含む図形のデータベースにアクセスするステップ；
　身体に図形を照射するステップ；
　少なくとも２つの異なる視点から身体および前記図形の少なくとも２つの画像を取得す
るために少なくとも１つのイメージング装置を使用するステップ；
　少なくとも２つの画像に対して、前記図形を同定し、前記図形に概して類似している図
形エントリを前記データベースで検索し、かつ、前記データベースから個々の角度エント
リを抽出し、これにより、少なくとも２つの角度を提供するステップ；
　前記少なくとも２つの角度に基づいて、前記図形に対するレンジデータを算出し、かつ
、前記レンジ・イメージング・システムを較正するために前記レンジデータを使用するス
テップ
を含む方法。
【請求項７１】
　熱空間イメージングシステムを較正する方法であって、そのシステムは少なくとも１つ
のサーモグラフィーイメージング装置および少なくとも１つの可視光イメージング装置を
有し、方法は、
　身体に複数の波長におけるあるパターンを照射するステップ、ただし、前記複数の波長
のうちの少なくとも１つの波長は前記少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装
置によって検出可能であり、前記複数の波長のうちの少なくとも１つの波長は前記少なく
とも１つの可視光イメージング装置によって検出可能である；
　前記パターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得するために前記少なくと
も１つのサーモグラフィーイメージング装置を使用し、前記パターンの少なくとも１つの
可視光画像を取得するために前記少なくとも１つの可視光イメージング装置を使用するス
テップ；および
　前記サーモグラフィー画像および前記可視光画像を用いて前記３次元サーモグラフィー
イメージング装置を較正するステップ
を含む方法。
【請求項７２】
　前記少なくとも１つのサーモグラフィー画像および少なくとも１つの可視光画像は実質
的に同時に取得される、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　身体の３次元空間表現を構築する方法であって、
　少なくとも２つの異なる光の色を発生させるために操作可能なパターンプロジェクタを
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用いて、コード化されたパターンを、異なる色のコード化されたパターンが相互にシフト
されるような態様で、身体に照射するステップ；
　画像データを提供するために、前記コード化されたパターンの少なくとも１つの画像を
取得するステップ；および
　前記画像データに基づいて、前記コード化されたパターンの３次元的な位置を計算し、
これにより、身体の３次元空間表現を構築するステップ
を含む方法。
【請求項７４】
　身体の３次元空間表現を構築するためのシステムであって、
　異なる色のコード化されたパターンが相互にシフトされるような態様でその身体に少な
くとも２つの異なる光の色のコード化されたパターンを照射することができるように操作
可能なパターンプロジェクタ；
　前記コード化されたパターンの少なくとも１つの画像を取得し、これにより画像データ
を提供するためのイメージング装置；および
　前記画像データに基づいて、前記コード化されたパターンの３次元的な位置を算出する
ことができるように設計されかつ構成されている画像データ処理装置
を含むシステム。
【請求項７５】
　前記少なくとも２つのコード化されたパターンは１つのピクセルサイズ分だけ相互にシ
フトされる、請求項７３または７４に記載の方法またはシステム。
【請求項７６】
　前記パターンプロジェクタは逐次的に異なる色のコード化されたパターンを投射するこ
とができるように操作可能である、請求項７３または７４に記載の方法またはシステム。
【請求項７７】
　異なる色のコード化されたパターンは、隣接している投射されたピクセルの中心間の特
性距離に満たない量だけ相互にシフトされる、請求項７３または７４に記載の方法または
システム。
【請求項７８】
　前記少なくとも１つの画像の取得は２０ミリ秒未満の露光時間により特徴付けられる、
請求項７３または７４に記載の方法またはシステム。
【請求項７９】
　前記少なくとも１つの画像の取得は、単一の露光時間の間に行われる多数回の読み出し
を含む、請求項７３または７４に記載の方法またはシステム。
【請求項８０】
　前記少なくとも２つの異なる色は第１の色、第２の色および第３の色を含み、前記少な
くとも１つの画像の取得は、単一の露光時間の間に行われる３回の読み出しを含む、請求
項７３または７４に記載の方法またはシステム。
【請求項８１】
　身体内における熱経路を計算する方法であって、
　（ａ）熱的なデータを身体の少なくとも一部の表面と関連付け、これにより、前記表面
についての熱的なデータマップを生成するステップ；
　（ｂ）前記熱的なデータマップ内において少なくとも１つの熱的に区別可能な領域を同
定するステップ；および
　（ｃ）前記少なくとも１つの熱的に区別可能な領域の表面分布に基づいて、前記身体の
少なくとも一部における熱経路を計算するステップ
を含む方法。
【請求項８２】
　前記ステップ（ａ）は前記表面からの熱放射を収集することにより実施される、請求項
８１に記載の方法。
【請求項８３】
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　前記収集された熱放射を前記身体の少なくとも一部における組織の放射率に関して補正
するステップをざらに含む、請求項８２に記載の方法。
【請求項８４】
　前記少なくとも１つの熱的に区別可能な領域は、少なくとも２つの熱的に区別可能な領
域を含む、請求項８１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はイメージングに関し、より特定的には、サーモグラフィー画像を取得および分
析するための方法、装置およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　診断医学におけるイメージングの使用は１９００年代の初期にまでさかのぼる。現在で
は、医師の自由裁量において、硬組織および軟組織のイメージングを可能にし、かつ、正
常組織と病理組織との両方の特性描写を可能にする、数多くの異なるイメージングモダリ
ティーが存在する。
【０００３】
　赤外線イメージングは、炎症の同定を目的として、人体における熱的に区別可能な部位
の特性を明らかにするために利用されている。赤外線カメラは、サーモグラフィー画像と
して知られている２次元画像を生成する。サーモグラフィー画像は、典型的には、被検者
の身体から発せられる幾つかの赤外波長領域のうちのいずれか１つの赤外波長領域におけ
る放射線を受光し、その放射線を分析してその表面の２次元温度マップを生成することに
より取得される。そのサーモグラフィー画像は、視覚的な画像データおよびそれに対応す
る温度データのうちのいずれか一方または両方の形態であってよい。赤外線サーモグラフ
ィー用として使用される赤外線カメラからの出力は、典型的には、複数のピクセル・デー
タ・ポイントを含む画像をもたらし、そこでは、それぞれのピクセルが温度情報を提供し
ており、その温度情報がカラーコードまたはグレースケールコードを用いて視覚的に表示
されている。上述の温度情報は、さらに、例えば、すべてのピクセルまたはそれらのピク
セルのサブコレクションとかかわり合いを有する温度データを平均することにより、その
画像の平均温度、またはその画像の離散領域の平均温度を算出すべく、コンピュータソフ
トウェアで処理することもできる。
【０００４】
　サーモグラフィー画像に基づいて、医師はその部位を診断し、例えば、大いに経験およ
び直感に頼ってのことではあるが、その部位が炎症を含んでいるか否かを決定する。
【０００５】
　米国特許第７０７２５０４号は、２台の可視光カメラ（左側用および右側用）と組み合
わせて２台の赤外線カメラ（左側用および右側用）を利用する手法を開示している。それ
らの赤外線カメラは３次元サーモグラフィー画像を得るために使用され、また、それらの
可視光カメラは３次元可視光画像を得るために使用される。これらの３次元サーモグラフ
ィー画像および３次元可視光画像がオーバーラップする態様でユーザーに表示される。
【０００６】
　また、スキャニングシステムを開示している米国特許第６４４２４１９号にも興味が持
たれ、このスキャニングシステムは、対象物からの３６０°のデータ抽出を行う赤外線検
出機構、ならびに前述の赤外線検出機構からの電気信号を受信し、その信号を３次元プロ
ファイル曲面および対応するその対象物の温度分布のデータに統合する信号デコーディン
グ機構を含んでいる。
【０００７】
　国際特許公開公報第２００６／００３６５８号（この公報の内容は参照により本明細書
に組み入れられる）は、非サーモグラフィー画像データの収集機能およびサーモグラフィ
ー画像データの収集機能を含むシステムを開示している。上述の非サーモグラフィー画像
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データの収集機能はサーモグラフィーによらない画像データを取得し、サーモグラフィー
画像データの収集機能はサーモグラフィーによる画像データを取得するものである。
【０００８】
　サーモグラフィー画像を取得および分析するための方法、装置およびシステムを得るこ
とに対する広く認識されたニーズが存在し、かつ、そのような方法、装置およびシステム
を得ることは非常に有利なことであると考えられる。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の１つの態様によれば、身体内における熱経路を計算する方法が提供される。本
方法は：（ａ）熱的なデータをその身体の少なくとも一部の表面と関連付け、これにより
、その表面についての熱的なデータマップを生成するステップ；（ｂ）その熱的なデータ
マップ内において少なくとも１つの熱的に区別可能な領域を同定するステップ；および（
ｃ）前述の少なくとも１つの熱的に区別可能な領域の表面分布に基づいて、その身体の少
なくとも一部における熱経路を計算するステップを含む。
【００１０】
　以下で開述されている本発明の好適な実施形態におけるさらなる特徴によれば、ステッ
プ（ａ）は上述の表面からの熱放射を収集することにより果たされる。
【００１１】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに、前述の収集された熱放射を上述の身体の少なくとも一部における組織の放射率に関
して補正するステップを含んでいる。
【００１２】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つの熱的に区別可能な領域は、少なくとも２つの熱的に区別可能な領域を含んでい
る。
【００１３】
　本発明の別の態様によれば、生体内における熱経路を計算する方法が提供され、本方法
は：その生体の３次元空間表現上で定められた合成熱空間画像であって前述の３次元空間
表現の表面と関連付けられた熱的なデータを有する合成熱空間画像を取得するステップを
含んでいる。前述の熱的なデータは、好適には、それぞれが格子上の強度値によって表さ
れる複数の画素の形態でその表面上に格子様に配列されている。本方法は、さらに、その
熱空間画像内における少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを同定するステップ、
ならびに上述の熱経路を計算するために前述の熱空間画像および前述の熱的に区別可能な
スポットを使用するステップを含む。
【００１４】
　以下で開述されている本発明の好適な実施形態におけるさらなる特徴によれば、本方法
は、さらに、その生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定することがで
きるように、少なくとも２つの熱軌道を使用するステップを含んでいる。
【００１５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに：その生体の異なる姿勢を表す付加的な合成熱空間画像を取得するステップ；その異
なる姿勢に対応した３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定することができるように、
熱的に区別可能なスポットの同定および勾配計算を反復するステップ；ならびに異なる姿
勢に対応したそれらの３次元の熱的に区別可能な内部領域を比較するステップを含んでい
る。
【００１６】
　本発明の尚も別の態様によれば、生体内における熱経路を計算するための装置が提供さ
れ、その装置は：合成熱空間画像を受け入れるための入力ユニット；その合成熱空間画像
内における少なくとも１つの熱的に区別可能なスポットを同定するためのスポット同定ユ
ニット；ならびに前述の熱空間画像および前述の熱的に区別可能なスポットに基づいて、
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その生体内における熱経路を計算するための計算機を含んでいる。
【００１７】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、その装置は、
さらに、少なくとも２つの熱軌道に基づいて、その生体内における３次元の熱的に区別可
能な内部領域を決定することができるように設計され、かつ、そのように構成された、領
域決定ユニットを含んでいる。
【００１８】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、その熱経路は
、そのスポットにおける表面の空間的勾配を計算することにより算出される。
【００１９】
　本発明の尚も別の態様によれば、生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を
決定する方法が提供され、本方法は：合成熱空間画像を取得するステップ；その格子上で
概して同様な強度値によって表されている少なくとも１つのセットになる画素を検索する
ステップ；および前述の少なくとも１つのセットになった画素のうちの少なくとも１つに
対して、それぞれの場所が前述のセットのうちの少なくとも１組の画素と関連付けられて
おり、かつ、その場所の各ポイントが前述の１組の画素のうちの個々の画素から等しい熱
的距離にあるように定められている複数の場所を定め、上述の３次元の熱的に区別可能な
内部領域を決定するためにその複数の場所を使用するステップを含んでいる。
【００２０】
　本発明の尚も別の態様によれば、生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域を
決定するための装置が提供され、その装置は：合成熱空間画像を受け入れるための入力ユ
ニット；その格子上で概して同様な強度値によって表されている少なくとも１つのセット
になった画素を検索するための検索ユニット；それぞれの場所が前述のセットのうちの少
なくとも１組の画素と関連付けられており、かつ、その場所の各ポイントが前述の１組の
画素のうちの個々の画素から等しい熱的距離にあるように定められている複数の場所を定
めるための場所特定ユニット；および前述の複数の場所に基づいて、上述の３次元の熱的
に区別可能な内部領域を決定するための領域決定ユニットを含んでいる。
【００２１】
　以下で開述されている本発明の好適な実施形態におけるさらなる特徴によれば、上述の
複数の場所のうちの少なくとも１つの場所は平面である。
【００２２】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の３次元
の熱的に区別可能な内部領域は、前述の複数の場所によって少なくとも部分的に境界づけ
られている。
【００２３】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の３次元
の熱的に区別可能な内部領域は、前述の複数の場所のうちの少なくとも数個の場所が交差
している線に基づいて決定される。
【００２４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに、上述の３次元の熱的に区別可能な内部領域内における発源領域の所在位置を特定す
るステップを含んでいる。
【００２５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、その装置は、
さらに、上述の３次元の熱的に区別可能な内部領域内における発源領域の所在位置を特定
するための発源領域所在位置特定装置を含んでいる。
【００２６】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、その発源領域
は、上述の３次元の熱的に区別可能な内部領域の重心、重み付けされた重心および質量中
心からなるグループから選択される。
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【００２７】
　本発明の１つの付加的な態様によれば、生体内における多数の熱的に区別可能な対象物
を決定する方法が提供され、本方法は：そこでは熱的なデータが表面上の少なくとも１つ
の熱的に区別可能なスポットを取り囲んでいる閉じた等温曲線によって特徴付けられてい
る、合成熱空間画像を取得するステップ；前述の合成熱空間画像に基づいて、その生体内
における３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定するステップ；その３次元空間表現内
における境界を定めるために３次元空間表現を分析するステップであって、そこでは、そ
の境界の一方の側に存在しているポイントはその表面上の単一の熱的に区別されたスポッ
トに対応しており、一方で、その境界の別の側に存在しているポイントはその表面上の複
数の熱的に区別されたスポットに対応している、分析ステップ；およびその生体内におけ
る熱的に区別可能な対象物の数を決定するために、上述の３次元の熱的に区別可能な内部
領域を前述の境界と比較するステップを含んでいる。
【００２８】
　本発明の尚も付加的な１つの態様によれば、生体内における熱的に区別可能な対象物の
数を決定するための装置が提供され、その装置は：合成熱空間画像を受け入れるための入
力ユニット；その合成熱空間画像に基づいてその生体内における３次元の熱的に区別可能
な内部領域を決定するための領域決定ユニット；その３次元空間表現内における境界を定
めるために３次元空間表現を分析するための分析装置であって、そこでは、その境界の一
方の側に存在しているポイントはその表面上の単一の熱的に区別されたスポットに対応し
ており、一方で、その境界の別の側に存在しているポイントはその表面上の複数の熱的に
区別されたスポットに対応している、分析装置；およびその生体内における熱的に区別可
能な対象物の数を決定するために、上述の３次元の熱的に区別可能な内部領域を前述の境
界と比較するための比較ユニットを含んでいる。
【００２９】
　以下で開述されている本発明の好適な実施形態におけるさらなる特徴によれば、本方法
は、さらに、少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得し、上述の合成熱空間画像を
形成するために、その少なくとも１つのサーモグラフィー画像を３次元空間表現上にマッ
ピングするステップを含んでいる。
【００３０】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のマッピ
ングステップは、その生体の放射率データによって上述の少なくとも１つのサーモグラフ
ィー画像に重み付けを行うステップを含んでいる。
【００３１】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つのサーモグラフィー画像は複数のサーモグラフィー画像を含んでいる。
【００３２】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のサーモ
グラフィー画像のうちの少なくとも２つはその生体が異なる姿勢にあるときに取得される
。
【００３３】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つの付加的な合成熱空間画像はその生体の異なる姿勢に対応している。
【００３４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに：その生体の複数の３次元空間表現を取得するステップ；少なくとも２つの３次元空
間表現に対して、その３次元空間表現の表面における等温曲線の予測されるトポロジーを
決定するために、それぞれの３次元空間表現を分析するステップ；ならびに前述の予測さ
れるトポロジーに基づいて上述の少なくとも１つのサーモグラフィー画像に対する視点お
よび／またはその生体の姿勢を選択するステップを含んでいる。
【００３５】
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　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに：その生体に関する異なる視点および／またはその生体の異なる姿勢に対応した、そ
の生体の少なくとも１つの付加的な３次元空間表現を取得するステップ；その生体内にお
ける上述の３次元の熱的に区別可能な内部領域に基づいて、前述の少なくとも１つの付加
的な３次元空間表現の表面に等温曲線の予測されるトポロジーを構築するステップ；前述
の異なる視点および／または前述の異なる姿勢に対応した少なくとも１つの付加的な合成
熱空間画像を取得するステップ；前述の少なくとも１つの合成熱空間画像を上述の等温曲
線の予測されるトポロジーと比較するステップ；および前述の比較に関するレポートを発
行するステップを含んでいる。
【００３６】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに、上述の３次元空間表現を構築するステップを含んでいる。
【００３７】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の３次元
空間表現を取得するステップは、その身体に赤外領域におけるあるパターンを照射するス
テップ、その身体および前述のパターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得
するために少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置を使用するステップ、前
述のパターンに対応したレンジデータを計算するステップ、ならびにその身体の３次元空
間表現を構築するために上述の少なくとも１つのサーモグラフィー画像および前述のレン
ジデータを使用するステップを含んでいる。
【００３８】
　本発明のさらなる１つの付加的な態様によれば、生体の前面の熱空間イメージングのた
めのシステムが提供され、そのシステムは、内部にその生体の前面の少なくとも１つのサ
ーモグラフィー画像を取得するための少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装
置を有する体内プローブシステム、ならびにその生体の前面の合成熱空間画像を提供し、
かつ、表示するために、前述の体内プローブシステムから受信された画像データを分析す
るためのデータ処理装置を含んでいる。
【００３９】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、そのシステム
は、さらに、その生体の前面の少なくとも１つの可視光画像を取得するための少なくとも
１つの可視光イメージング装置を含んでいる。
【００４０】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、そのシステム
は、さらに、あるパターンをその身体の前面に照射するための照射装置を含んでいる。
【００４１】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の体内プ
ローブシステムは、肛門を通じて挿入することができるように適合化されている。
【００４２】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の体内プ
ローブシステムは、膣を通じて挿入することができるように適合化されている。
【００４３】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の体内プ
ローブシステムは、尿道を通じて挿入することができるように適合化されている。
【００４４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の体内プ
ローブシステムは、食道を通じて挿入することができるように適合化されている。
【００４５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の体内プ
ローブシステムは移送機構に取り付けられている。
【００４６】
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　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の移送機
構は、内視鏡プローブおよびカテーテルからなるグループから選択される。
【００４７】
　本発明のさらなる１つの態様によれば、ある方法が提供され、本方法は：予め定められ
た視点から生体の一連のサーモグラフィー画像を取得するステップ；それらのサーモグラ
フィー画像における熱的な変化を抽出するために、それらのサーモグラフィー画像を比較
するステップ；および、前述の熱的な変化が予め定められた閾値以下であったときに、そ
の生体が概して安定した熱的状態にあることを示すレポートを発行するステップを含んで
いる。
【００４８】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の取得お
よび比較ステップは実質的に同時的に果たされる。
【００４９】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、少なくとも数
個のサーモグラフィー画像が事前に取得されている単一のサーモグラフィー画像と比較さ
れる。
【００５０】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、少なくとも数
個のサーモグラフィー画像が事前に取得されている複数のサーモグラフィー画像と比較さ
れる。
【００５１】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに、上述の熱的な変化をディスプレイ装置に表示するステップを含んでいる。
【００５２】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、生体内における医療装置の位置をモニタリ
ングする方法が提供され、本方法は、その医療装置の温度をその生体の平均温度とは充分
に異なるある温度に設定するステップ、その生体の少なくとも１つの合成熱空間画像を形
成するステップ、およびその生体内における上述の挿入可能な装置の位置をモニタリング
するために、前述の少なくとも１つの合成熱空間画像を使用するステップを含んでいる。
【００５３】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、生体内に挿入可能な医療装置が提供され、
その医療装置は、近位側端部、遠位側端部および前述の近位側端部から遠位側端部にまで
延びているオプティカルファイバを有する中空構造物を含んでおり、上述のオプティカル
ファイバは、前述の遠位側端部から近位側端部へ熱放射を伝えることができるように設計
され、かつ、そのように構成されている。
【００５４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の中空構
造物およびオプティカルファイバは異なる材料でできている。
【００５５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のオプテ
ィカルファイバは前述の中空構造物内における通路によって定められている。
【００５６】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、レンジ・イメージング・システムのための
照射装置が提供され、その照射装置は、光ビームを発生させるための光源、ダイナミック
ビーム偏向器、およびそれぞれが異なる画像を形成するように設計されている複数の区別
された領域を有する画像形成エレメントを含んでおり、ここで、上述のダイナミックビー
ム偏向器は、異なる時間で異なる画像を形成するために上述の画像形成エレメントをスキ
ャンすることができるように設計され、かつ、そのように構成されている。
【００５７】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の光源は
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レーザー装置を含んでおり、上述の光ビームはレーザービームである。
【００５８】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のダイナ
ミックビーム偏向器は可動ミラーを含んでいる。
【００５９】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のダイナ
ミックビーム偏向器は電気光学材料を含んでいる。
【００６０】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、身体の３次元空間表現を構築する方法が提
供され、本方法は：身体に赤外領域におけるあるパターンを照射するステップ；その身体
および前述のパターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得するために少なく
とも１つのサーモグラフィーイメージング装置を使用するステップ；前述のパターンに対
応したレンジデータを計算するステップ；ならびにその身体の３次元空間表現を構築する
ために上述の少なくとも１つのサーモグラフィー画像および前述のレンジデータを使用す
るステップを含んでいる。
【００６１】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の取得ス
テップは、少なくとも２つの異なる視点からその身体および上述のパターンの少なくとも
２つのサーモグラフィー画像を取得することを含んでいる。
【００６２】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、身体の３次元空間表現を構築するためのシ
ステムが提供され、そのシステムは：赤外領域におけるあるパターンをその身体に照射す
ることができるように設計され、かつ、そのように構成されている照射装置；その身体お
よび前述のパターンの少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得することができるよ
うに設計され、かつ、そのように構成されている、少なくとも１つのサーモグラフィーイ
メージング装置；ならびに前述のパターンに対応したレンジデータを計算し、また、その
身体の３次元空間表現を構築するために上述の少なくとも１つのサーモグラフィー画像お
よび前述のレンジデータを使用することができるように設計され、かつ、そのように構成
されているデータ処理装置を含んでいる。
【００６３】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つのサーモグラフィーイメージング装置は、少なくとも２つの異なる視点からその
身体および上述のパターンの少なくとも２つのサーモグラフィー画像を取得することがで
きるように設計され、かつ、そのように構成されている。
【００６４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のパター
ンは、時系列コーディングによって３次元空間表現の構築が可能なように選択されている
。
【００６５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のパター
ンは、空間コーディングによって３次元空間表現の構築が可能なように選択されている。
【００６６】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のレンジ
データは飛行時間法により算出される。
【００６７】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のレンジ
データは三角測量法により算出される。
【００６８】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の照射を
特性化するパルス長は２０ミリ秒よりも短い。
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【００６９】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つのサーモグラフィー画像の取得は、２０ミリ秒未満の露光時間により特徴付けら
れる。
【００７０】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つのサーモグラフィー画像の取得は、単一の露光時間の間に行われる多数回の読み
出しを含む。
【００７１】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の多数回
の読み出しのうちの少なくとも２回の読み出しは累積的に実行される。
【００７２】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の照射は
レーザー光によって果たされる。
【００７３】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに、少なくとも数個のサーモグラフィー画像に対して、その身体によって発生された熱
に由来する画像データをフィルターにかけて除去するステップを含んでいる。
【００７４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、本方法は、さ
らに、上述のパターンを伴うことなくその身体の少なくとも１つのサーモグラフィー画像
を取得するステップを含んでおり、ここで、上述の画像データをフィルターにかけて除去
するステップは、前述のパターンを伴って取得されたサーモグラフィー画像からそのパタ
ーンを伴うことなく取得されたサーモグラフィー画像を差し引くことを含んでいる。
【００７５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の画像デ
ータ処理装置は、その身体によって発生された熱に由来する画像データをフィルターにか
けて除去することができるように設計され、かつ、そのように構成されている。
【００７６】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の画像デ
ータ処理装置は、上述のパターンを伴って取得されたサーモグラフィー画像から前述のパ
ターンを伴うことなく取得されたサーモグラフィー画像を差し引き、これにより、上述の
画像データをフィルターにかけて除去することができるように設計され、かつ、そのよう
に構成されている。
【００７７】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、身体の３次元空間表現を構築する方法が提
供され、本方法は：その身体に一連のスポットを照射するステップであって、ここで、そ
の一連のスポットのうちの少なくとも１つのスポットはそれらの一連のスポットにおける
他のすべてのスポットから区別可能である、スポット照射ステップ；少なくとも２つの異
なる視点からその身体および前述の一連のスポットの少なくとも２つの画像を取得するた
めに少なくとも１つのイメージング装置を使用するステップ；各画像における前述の一連
のスポットの所在位置を特定するステップ；各画像において、前述の少なくとも１つの区
別可能なスポットを同定し、上述の一連のスポットにおける他のすべてのスポットを同定
するために前述の少なくとも１つの区別可能なスポットを使用するステップ；および前述
の一連のスポットに対するレンジデータを計算し、その身体の３次元空間表現を構築する
ために前述のレンジデータを使用するステップを含んでいる。
【００７８】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、レンジ・イメージング・システムを較正す
る方法が提供され、本方法は：それぞれが図形エントリおよびその図形エントリの視点に
対応した角度エントリを有している複数のエントリを含む図形のデータベースにアクセス
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するステップ；身体に図形を照射するステップ；少なくとも２つの異なる視点からその身
体および前述の図形の少なくとも２つの画像を取得するために少なくとも１つのイメージ
ング装置を使用するステップ；少なくとも２つの画像に対して、前述の図形を同定し、そ
の図形に概して類似している図形エントリを上述のデータベースで検索し、かつ、そのデ
ータベースから個々の角度エントリを抽出し、これにより、少なくとも２つの角度を提供
するステップ；前述の少なくとも２つの角度に基づいて、その図形に対するレンジデータ
を算出し、かつ、上述のレンジ・イメージング・システムを較正するためにそのレンジデ
ータを使用するステップを含んでいる。
【００７９】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、熱空間イメージングシステムを較正する方
法が提供され、そのシステムは少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置およ
び少なくとも１つの可視光イメージング装置を有する熱空間イメージングシステムであり
、本方法は：身体に複数の波長におけるあるパターンを照射するステップであって、ここ
で、それらの複数の波長のうちの少なくとも１つの波長は前述の少なくとも１つのサーモ
グラフィーイメージング装置によって検出可能であり、また、それらの複数の波長のうち
の少なくとも１つの波長は前述の少なくとも１つの可視光イメージング装置によって検出
可能である、パターン照射ステップ；前述のパターンの少なくとも１つのサーモグラフィ
ー画像を取得するために上述の少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置を使
用し、前述のパターンの少なくとも１つの可視光画像を取得するために上述の少なくとも
１つの可視光イメージング装置を使用するステップ；ならびに前述のサーモグラフィー画
像および可視光画像を用いてその３次元サーモグラフィーイメージング装置を較正するス
テップを含んでいる。
【００８０】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つのサーモグラフィー画像および少なくとも１つの可視光画像は実質的に同時に取
得される。
【００８１】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、身体の３次元空間表現を構築する方法が提
供され、本方法は：少なくとも２つの異なる光の色を発生させるべく操作可能なパターン
プロジェクタを用いて、コード化されたパターンを、それらの異なる色のコード化された
パターンが相互にシフトされるような態様で、その身体に照射するステップ；画像データ
をもたらすべく、そのコード化されたパターンの少なくとも１つの画像を取得するステッ
プ；およびその画像データに基づいて、それらのコード化されたパターンの３次元的な位
置を計算し、これにより、その身体の３次元空間表現を構築するステップを含んでいる。
【００８２】
　本発明の尚もさらなる１つの態様によれば、身体の３次元空間表現を構築するためのシ
ステムが提供され、そのシステムは：異なる色のコード化されたパターンが相互にシフト
されるような態様でその身体に少なくとも２つの異なる光の色のコード化されたパターン
を照射することができるように操作可能なパターンプロジェクタ；そのコード化されたパ
ターンの少なくとも１つの画像を取得し、これにより画像データを提供するためのイメー
ジング装置；ならびにその画像データに基づいてそれらのコード化されたパターンの３次
元的な位置を算出することができるように設計され、かつ、そのように構成されている画
像データ処理装置を含んでいる。
【００８３】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも２つのコード化されたパターンは１つのピクセルサイズ分だけ相互にシフトされる。
【００８４】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述のパター
ンプロジェクタは逐次的に異なる色のコード化されたパターンを投射することができるよ
うに操作可能である。
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【００８５】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の異なる
色のコード化されたパターンは、隣接している投射されたピクセルの中心間の特性距離に
満たない量だけ相互にシフトされる。
【００８６】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つの画像の取得は２０ミリ秒未満の露光時間により特徴付けられる。
【００８７】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも１つの画像の取得は、単一の露光時間の間に行われる多数回の読み出しを含んでいる
。
【００８８】
　その開述されている好適な実施形態における尚もさらなる特徴によれば、上述の少なく
とも２つの異なる色は第１の色、第２の色および第３の色を含み、また、上述の少なくと
も１つの画像の取得は、単一の露光時間の間に行われる３回の読み出しを含んでいる。
【００８９】
　別途定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術的用語および科学的用語は
、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を有する。本
明細書に記載される方法および材料と類似または同等である方法および材料を本発明の実
施または試験において使用することができるが、好適な方法および材料が下記に記載され
る。矛盾する場合には、定義を含めて、本特許明細書が優先する。加えて、材料、方法お
よび実施例は例示にすぎず、限定であることは意図されない。
【００９０】
　本発明の実施形態の方法およびシステムを実行することは、選択されたタスクまたは工
程を、手動操作で、自動的にまたはそれらを組み合わせて実行または完了することを含ん
でいる。さらに、本発明の装置、方法およびシステムの好ましい実施形態の実際の機器や
装置によって、いくつもの選択されたステップを、ハードウェア、ソフトウェア、または
ファームウェア、あるいはオペレーティングシステムを用いるそれらの組合せによって実
行できる。例えば、本発明の実施形態による選択されたタスクを実行するためのハードウ
ェアは、チップまたは回路として実施されることができる。ソフトウェアとして、本発明
の実施形態により選択されたタスクは、コンピュータが適切なオペレーティングシステム
を使って実行する複数のソフトウェアの命令のようなソフトウェアとして実施されること
ができる。いずれにせよ、本発明の方法およびシステムの選択されたタスクは、データプ
ロセッサー、例えば複数の命令を実行する計算プラットフォームで実行される。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
　本発明は、添付図面を参照して、本明細書において例としてのみ記載されている。ここ
でこれらの図面を特に参照することによって、示されている詳細は、例としてのものであ
り、本発明の好ましい実施形態の例証的考察のみを目的としており、本発明の原理および
概念的側面の最も有用かつ容易に理解される説明であると考えられるものを提供するため
に提示されていることが強調される。この点に関して、本発明の基本的理解に必要なもの
以上に詳細に本発明の構造的詳細を示す試みはなされず、これらの図面を用いて行なわれ
る説明は、この発明のいくつかの形態がどのようにして実際に具体化されうるかを当業者
に明らかにする。
【図１】図１ａ～ｃは、本発明の様々な例証的実施形態による、３Ｄ空間表現（図１ａ）
、サーモグラフィー画像（図１ｂ）、および前述の３Ｄ空間表現の表面にそのサーモグラ
フィー画像をマッピングすることにより形成された合成熱空間画像（図１ｃ）の概略的説
明図である。
【図２】図２は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における熱経路を計算す
るのに適した方法を開述しているフローチャート式のダイアグラムである。
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【図３】図３ａは、その身体内における熱経路を定めるために勾配が使用される手順の概
略的説明図である。図３ｂは、２つ以上の熱軌道を用いて３次元の熱的に区別可能な内部
領域の所在位置を決定するための手順の概略的説明図である。
【図４】図４は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における熱経路を算出す
るための装置の概略的説明図である。
【図５】図５は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における３次元の熱的に
区別可能な内部領域の位置および場合によってはサイズを決定するのに適した方法を開述
しているフローチャート式のダイアグラムである。
【図６ａ－ｄ】図６ａは、本発明の様々な例証的実施形態による、場所を定めるための手
順の概略的説明図である。図６ｂ～ｄは、本発明の様々な例証的実施形態による、幾つか
の平面的な場所により境界づけられている３次元的領域の概略的説明図である。
【図６ｅ－ｆ】図６ｅは、本発明の様々な例証的実施形態による、それに沿って２つの場
所が交差している線を描いている。図６ｆは、本発明の様々な例証的実施形態による、２
つ以上の線の交点である複数のポイントを描いている。
【図７】図７は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における３次元の熱的に
区別可能な内部領域を決定するための装置の概略的説明図である。
【図８】図８は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における多数の熱的に区
別可能な対象物を決定するのに適した方法８０のフローチャート式のダイアグラムである
。
【図９】図９ａ～ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による、閉じた等温曲線（図９ａ
）および開いた等温曲線（図９ｂ）によって特徴付けられる熱的なデータの概略的説明図
である。
【図１０ａ－ｂ】図１０ａ～ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による、３Ｄ空間表現
内における境界を定めるための手順であって、その境界の一方の側に存在しているポイン
トはその３Ｄ空間表現の表面にある単一の熱的に区別されたスポットに対応しており、一
方、その境界の別の側に存在しているポイントはその３Ｄ空間表現の表面にある複数の熱
的に区別されたスポットに対応するような態様で境界を定めるための手順を開示している
概略的説明図である。
【図１０ｃ－ｄ】図１０ｃ～ｄは、本発明の様々な例証的実施形態による、３Ｄ空間表現
内における境界を定めるための手順であって、その境界の一方の側に存在しているポイン
トはその３Ｄ空間表現の表面にある単一の熱的に区別されたスポットに対応しており、一
方、その境界の別の側に存在しているポイントはその３Ｄ空間表現の表面にある複数の熱
的に区別されたスポットに対応するような態様で境界を定めるための手順を開示している
概略的説明図である。
【図１０ｅ】図１０ｅは、本発明の様々な例証的実施形態による、３Ｄ空間表現内におけ
る境界を定めるための手順であって、その境界の一方の側に存在しているポイントはその
３Ｄ空間表現の表面にある単一の熱的に区別されたスポットに対応しており、一方、その
境界の別の側に存在しているポイントはその３Ｄ空間表現の表面にある複数の熱的に区別
されたスポットに対応するような態様で境界を定めるための手順を開示している概略的説
明図である。
【図１１】図１１は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における多数の熱的
に区別可能な対象物を決定するための装置の概略的説明図である。
【図１２ａ】図１２ａは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１２ｂ】図１２ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１２ｃ】図１２ｃは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１２ｄ】図１２ｄは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
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【図１２ｅ】図１２ｅは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１２ｆ】図１２ｆは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１３ａ】図１３ａは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１３ｂ】図１３ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１３ｃ】図１３ｃは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１３ｄ】図１３ｄは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１３ｅ】図１３ｅは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的な説明図である。
【図１４】図１４は、本発明の様々な例証的実施形態による、一連のスポットの形態にお
ける照射の概略的説明図であり、ここで、それらの一連のスポットのうちの少なくとも１
つのスポットは他のすべてのスポットから区別可能である。
【図１５】図１５は、本発明の様々な例証的実施形態による、身体の３Ｄ空間表現を構築
するのに適した方法のフローチャート式のダイアグラムである。
【図１６】図１６ａ～ｃは、本発明の様々な例証的実施形態による、露光時間および読み
出し時間の概略的説明図である。
【図１７】図１７は、本発明の様々な例証的実施形態による、身体の３次元空間表現を構
築するためのシステムの概略的説明図である。
【図１８ａ－ｂ】図１８ａ～ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメー
ジングシステムの概略的説明図である。
【図１８ｃ】図１８ｃは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシ
ステムの概略的説明図である。
【図１９ａ－ｂ】図１９ａ～ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による体内プローブシ
ステムの使用を示している概略的説明図である。
【図１９ｃ】図１９ｃは、本発明の様々な例証的実施形態による体内プローブシステムの
使用を示している概略的説明図である。
【図２０】図２０は、本発明の様々な例証的実施形態による、身体内における熱的に区別
された内部領域の決定についての正確度を評価するのに適した方法のフローチャート式の
ダイアグラムである。
【図２１】図２１は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体が概して安定した熱的
状態にあることを保証するのに適した方法のフローチャート式のダイアグラムである。
【図２２】図２２は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内に挿入可能な医療装
置の概略的説明図である。
【図２３】図２３ａ～ｂは、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージング
に適した照射装置の概略的説明図である。
【図２４】図２４は、本発明の好適な実施形態による、身体の３Ｄ空間表現を構築するの
に適した別の方法のフローチャート式のダイアグラムである。
【図２５】図２５は、本発明の好適な実施形態による、身体の３Ｄ空間表現を構築するた
めの別のシステムの概略的説明図である。
【図２６】図２６ａ～ｄは、本発明の様々な例証的実施形態による、相互にシフトされる
パターンの概略的説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　本実施形態は、イメージングにおいて使用されることができる方法、装置およびシステ
ムを含む。具体的には、限定されないが、本実施形態は、生体内における熱的に区別可能
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な領域の位置を決定することのために使用されることができる。
【００９３】
　本発明による方法、装置、およびシステムの原理および操作は、図面および添付の説明
を参照して、よりよく理解することができる。
【００９４】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、その適用が、次
の記載において示されているか、または図面において例示されている構成および構成要素
の配置の詳細に限定されないことを理解すべきである。本発明は、ほかの実施態様も可能
であるし、または様々な方法で実行または実施することができる。同様に、本明細書にお
いて用いられる表現および用語法は、説明を目的としており、限定的なものとみなすべき
でないことも理解すべきである。
【００９５】
　本発明者らは、目的の組織領域（例えば腫瘍などの病的状態）からその組織領域の上部
に存在している表面へ至る熱経路または熱軌道から、そのような組織領域の検出および所
在位置の特定を可能にする手法を考案した。
【００９６】
　本明細書では、そのような軌道または経路を計算するための幾つかの手法が想定されて
いる。そのような１つの手法は、身体の少なくとも一部の表面と関連付けられた熱的なデ
ータを含んでいる熱的なデータマップを利用する。その熱的なデータマップにおいて、１
つ以上の熱的に区別可能な領域が同定される。本発明の様々な例証的実施形態においては
、その熱的に区別可能な１つまたは複数の領域は、次いで、表面分布（例えば熱的領域の
パターン）、その表面上における位置、熱的な強度、サイズ、他の熱的に区別可能な領域
との関係における位置にまでにおよぶ広い範囲において特性付けされる。好適には、その
ような特性決定的な特徴を利用して、その身体内における熱経路が算出される。
【００９７】
　従って、本発明の好適な実施形態は、一般的には、表面情報の分析、例えば下層組織の
性質の抽出などに関する。本発明の様々な例証的実施形態においては、前述の表面情報は
、熱に関する情報のみならず空間情報も含んでいる。
【００９８】
　上述の空間情報は、３次元の体積を少なくとも部分的に包囲する非平面表面の幾何学的
性質を含む。一般的には、上述の非平面表面は３次元空間に包埋されている２次元の対象
物である。正式には、非平面表面は、滑らかに接続されたコンパクトな２次元リーマン多
様体によって誘導される計量空間である。理想的には、その非平面表面の幾何学的性質は
、例えばその非平面表面のあらゆるポイントに対する傾きおよび曲率（またはさらに別の
空間的派生項目もしくはそれらの組み合わせ）により明確に与えられるであろう。しかし
、そのような情報は滅多に達成することができず、その空間情報は、２次元リーマン多様
体上の１つのセットになったポイントであって、かつ、その２次元多様体のトポロジーを
描写するのに充分であるその非平面表面の標本版に対して与えられる。典型的には、その
非平面表面の空間情報は３Ｄ空間表現の縮小版であり、その縮小版は、ポイント雲であっ
てもよいし、またはそのポイント雲に基づく３Ｄ再構築物（例えば多角形メッシュまたは
曲線メッシュ）であってもよい。その３Ｄ空間表現は３Ｄ座標系を介して表され、例えば
、限定するものではないが、それぞれ３Ｄ系のデカルト座標、球座標、楕円座標、３Ｄ放
物線座標または３Ｄ放物面座標などを介して表される。
【００９９】
　「表面」という用語は、本明細書では、「非平面表面」という用語の省略形として使用
される。
【０１００】
　上述の熱的情報は、その表面から放出された熱に関連するデータまたはその表面により
吸収された熱に関するデータを含む。その表面の異なる部分は、一般的に、異なる量の熱
を放出または吸収するため、その熱的情報は、それぞれがその表面上の領域またはポイン
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トの座標およびそのポイントまたは領域と関連する熱的な値（例えば温度や熱エネルギー
など）を含む１つのセットになった組を含んでいる。前述の熱的情報は可視信号に変換す
ることができ、この場合、その熱的情報はサーモグラフィー画像の形態を成している。「
サーモグラフィー画像」および熱的情報という用語は、どのような態様においても本発明
の範囲を制限することなく、本明細書全体を通じて互換可能に使用される。具体的に言う
と、他に特記しない限り、「サーモグラフィー画像」という用語の使用は、上述の熱的情
報の可視信号への変換に限定されるものと見なすべきではない。例えば、サーモグラフィ
ー画像は、上で開述されている通りの１つのセットになった組としてコンピュータ可読媒
体の記憶装置に保存することができる。
【０１０１】
　身体の（熱的および空間的な）表面情報は、典型的には、合成３Ｄ画像の形態を成して
おり、その合成３Ｄ画像は、同一の３Ｄ画像上に熱的なデータと空間的なデータとの両方
を含んでいる。そのような画像は熱空間画像と称される。
【０１０２】
　身体の３次元画像は、典型的には、身体部位の横方向の広がりを示していることに加え
、ある基準点、例えばそのイメージング装置の所在位置などからの身体部位もしくはそれ
らの部位の部分の相対的または絶対的な距離をもさらに示している２次元画像であること
が認識されている。従って、３次元画像は、典型的には、３次元的な身体の非平面表面に
存在している情報および、必ずという訳ではないが、バルクに存在している情報を含んで
いる。それにもかかわらず、その非平面表面が３次元系の座標上に都合よく定められるた
め、そのような画像を「３次元」と称することは一般的に受け入れ可能である。従って、
この明細書全体を通じて、また、以下に続く特許請求の範囲のセクションにおいて、「３
次元画像」および「３次元表現」という用語は、主として表面実体に関する。
【０１０３】
　上述の熱空間画像は、身体の３Ｄ空間表現上に定められ、そして、その３Ｄ空間表現の
表面と関連付けられ、かつ、複数の画素（例えばピクセル、ピクセルの配列）の形態でそ
の表面上に格子様に配列された熱的なデータを有し、前述の複数の画素はそれぞれがその
格子上の強度値またはグレーレベルによって表される。ここで、異なる強度値の個数はグ
レーレベルの個数とは異なり得ることが認識される。例えば、８ビットのディスプレイは
２５６個の異なるグレーレベルを生成することができる。しかし、原理的に、熱的情報に
対応した異なる強度値の個数はもっとずっと大きくなり得る。１つの代表的な例として、
その熱的情報が３７℃のレンジ上でスパンし、０．１℃の分解能でデジタル化されるもの
としよう。この場合、３７０個の異なる強度値が存在し、グレーレベルの使用は約１．４
倍だけ正確度が劣ることになる。従って、本発明の様々な例証的実施形態においては、熱
的なデータの処理は、グレーレベルではなく、強度値を用いて行われる。それにもかかわ
らず、グレーレベルの使用を本発明の範囲から除外するものではない。
【０１０４】
　本明細書においては、「ピクセル」という用語が、画素を示すべく略記される場合があ
る。しかしながら、これは「画素」という用語の意味を限定することを意図したものでは
なく、「画素」は、画像の構成単位をいう。
【０１０５】
　典型的には、熱空間画像を形成するために、１つ以上のサーモグラフィー画像が３Ｄ空
間表現の表面にマッピングされる。３Ｄ空間表現の表面にマッピングされることとなるサ
ーモグラフィー画像は、好適には、その３Ｄ空間表現と同じ座標系で表されている熱的な
データを含んでいる。あらゆるタイプの熱的なデータを使用することができる。１つの実
施形態においては、その熱的なデータは絶対的な温度値を含んでおり、別の実施形態にお
いては、それぞれが例えばその表面の個々のポイントと基準点との間での温度差に対応し
た相対的な温度値を含んでおり、また、１つの付加的な実施形態においては、その熱的な
データは局所的な温度差を含んでいる。さらに、上述のタイプの温度データの組み合わせ
も想定されており、例えば、その熱的なデータは絶対的な温度値と相対的な温度値との両
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方を含むことができる、などの場合が考えられる。
【０１０６】
　典型的には、そのサーモグラフィー画像における情報は、参照マーカーにおける熱的状
態（例えば温度）も含んでいる。
【０１０７】
　３Ｄ空間表現の表面へのサーモグラフィー画像のマッピングは、例えば、それによって
他のポイントもぴったりと合わせ、従って、上述の合成熱空間画像を形成することができ
るように、（例えばそのサーモグラフィー画像における参照マーカーの座標を上述の３Ｄ
空間表現におけるそれらの座標と比較することにより）参照マーカーを正確にポジショニ
ングすることにより行われる。
【０１０８】
　場合によっては、かつ、好適には、サーモグラフィー画像のマッピングは補正手順を伴
い、そこでは、熱放射率に関する配慮が含まれる。
【０１０９】
　身体部位の熱放射率は、その身体部位の表面から発せられる熱放射の量およびその身体
部位と同じ温度を有する黒体から発せられる熱放射の量の間での比率として定義される無
次元量である。従って、理想化された黒体の熱放射率は１であり、すべての他の身体の熱
放射率は０から１までの間である。一般的に、ある身体の熱放射率は概してその身体の熱
吸収率に等しいものと仮定されている。
【０１１０】
　上述の補正手順は、目的の身体の推定される熱的特性を用いて実施することができる。
具体的に言うと、そのサーモグラフィー画像は、その身体の表面に存在する領域間におけ
る放射率の差異を考慮に入れて、その身体を描写している非平面表面にマッピングされる
。周囲と比べて異なる放射率値を有する領域は、例えば瘢痕領域、色素性領域、胸部の乳
頭領域および母斑などであり得る。これに加え、異なる皮膚の色を有する被検者の放射率
値も異なり得る。
【０１１１】
　１つの好適な実施形態においては、そのサーモグラフィー画像は、その表面の異なる放
射率値によって重み付けされる。例えば、サーマルイメージング装置によって取得された
情報が温度またはエネルギーの値を含んでいるときには、その温度またはエネルギーの値
の少なくとも一部をその身体の表面に存在する個々の領域の放射率値で除することができ
る。当業者であれば、そのような手順は、そのサーマルイメージング装置によって取得さ
れた値よりも大きな実効温度値または実効エネルギー値をもたらすことが認識されよう。
異なる領域は異なる放射率値によって特性付けすることができるため、その重み付けされ
たサーモグラフィー画像は、その身体の表面から発せられた熱に関する一層良好な推測を
提供する。
【０１１２】
　身体が女性の胸部を含んでいる場合での合成熱空間画像の代表的な１つの例が図１ａ～
ｃに描かれており、それらの図は、それぞれ、非平面表面として描かれた３Ｄ空間表現（
図１ａ）、平面的な等温曲線として描かれているサーモグラフィー画像（図１ｂ）、およ
びそのサーモグラフィー画像を前述の３Ｄ空間表現の表面上にマッピングすることにより
形成された合成熱空間画像（図１ｃ）を示している。図示されているように、この熱空間
画像の熱的なデータは、総体的に「１０２」で示されている格子上のグレーレベル値とし
て表されている。このグレーレベル値による表現は、例証を目的としたものであって、限
定的なものと見なされるべきものではないことを理解すべきである。上で説明されている
ように、熱的なデータの処理は、強度値を用いて実行することもできる。また、図１ａ～
ｃには、マッピングの際に使用される参照マーカー１０１も示されている。
【０１１３】
　この３Ｄ空間表現、サーモグラフィー画像および合成熱空間画像は、当技術分野におい
て公知のあらゆる技術で取得されてよく、例えば国際特許公開公報ＷＯ第２００６／００
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３６５８号、米国公開出願公報第２００１００４６３１６号、ならびに米国特許第６４４
２４１９号、第６７６５６０７号、第６９６５６９０号、第６７０１０８１号、第６８０
１２５７号、第６２０１５４１号、第６１６７１５１号および第６０９４１９８号で開示
されている技術などを用いて取得することができる。また、本実施形態は、以降でさらに
詳述されているように、その表面情報またはそれの一部を取得するための他の技術も与え
ている。
【０１１４】
　本発明の好適な実施形態は、方法ステップを遂行するためのコンピュータなどの有形的
表現媒体で具現化することができる。本発明の好適な実施形態は、方法ステップを実行す
るためのコンピュータ可読の指示を含んでいるコンピュータ可読媒体で具現化されてよい
。また、本発明の好適な実施形態は、有形的表現媒体でそのコンピュータプログラムを実
行することができるように設定された、またはコンピュータ可読媒体でその指示を実行さ
せることができるように設定されたデジタル式のコンピュータ処理能力を有する電子装置
で具現化することもできる。本実施形態の方法ステップを実行するコンピュータプログラ
ムは、一般的に、有形的配布媒体でユーザーに配布することができる。その配布媒体から
、上述のコンピュータプログラムをハードディスクまたは同様な中間的記憶媒体へコピー
することができる。それらのコンピュータプログラムは、上述のコンピュータ指示をそれ
らの配布媒体または中間的記憶媒体のどちらかからそのコンピュータの実行メモリにロー
ディングし、そのコンピュータを本発明の方法に従って作動するように構成することによ
り実行することができる。すべてのこれらの操作は、コンピュータシステムの分野におけ
る当業者にとっては周知である。
【０１１５】
　本実施形態は多くの医学的用途および他の用途において有用である。
【０１１６】
　例えば、本実施形態は内部の腫瘍または炎症の存在、位置および場合によってはそのサ
イズを決定するために使用することができ、従って、例えば癌の診断に役立てることがで
きる。
【０１１７】
　また、本実施形態は、血管の温度が一般的に組織の温度とは異なっているため、血管マ
ップの構築や、身体内における特定の血管の所在位置の決定にも有用である。この点にお
いて、本実施形態は、顔面内における血管位置の情報が特定の個人の身元確認に役立ち得
るため、顔認識の分野においても有用である。また、他の器官の認識も想定されている。
本実施形態を用いる器官認識は、本実施形態が生体内における熱的に区別可能な領域を限
局化する能力を有しているため、特に有利である。そのような限局化は、その身体内にお
ける血管の配向および深さの両方に関する情報を提供する血管マップを構築するために使
用することができる。その後、このマップは、例えばアクセス可能で、かつ、検索可能な
血管マップのデータベースで同様なマップを検索することにより、個人の身元確認用に使
用することができる。
【０１１８】
　また、本実施形態は、骨の温度が一般的に軟組織の温度とは異なっているため、骨イメ
ージングにも有用である。これは、特に、骨の形状を定期的にモニタリングすることが必
要とされる脊柱側弯症および他の脊椎変形症などの医療実施において有用である。そのよ
うな状態および他の状態に際し、本実施形態は、危険性の高いＸ線イメージングに対する
安全な代替的手段を提供する。
【０１１９】
　また、骨イメージングは、骨粗鬆症症状の可能性を評価するために使用することもでき
る。具体的に言うと、一般的に健常な骨の前方にはその表面よりも多くの熱が存在するた
め、骨ミネラル密度が低減している可能性は、骨表面の温度発生をモニタリングすること
により同定することができる。例えば、骨の表面の温度が時間の経過とともに一貫して増
大しているか否かを決定するために、一連の熱空間画像を本発明の好適な実施形態により
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特定の間隔（例えば、１カ月に１回など）で取得および分析することができる。この分析
は、骨ミネラル密度の低減の可能性を評価するために使用することができ、これにより、
温度増大の速度が大きければ大きいほど、それだけ可能性が高いことを表している。
【０１２０】
　次に、添付図面を参照すると、図２は、生体内における熱経路を算出するのに適した方
法１０を開示しているフローチャート式のダイアグラムである。他に特記しない限り、以
下で開述されている本方法のステップは、同時的に実行されてもよいし、または実行する
順番を多くの態様で組み合わせて逐次的に実行されてもよいことを理解すべきである。具
体的に言うと、このフローチャート式ダイアグラムの順序付けは限定的なものと見なされ
るべきではない。例えば、以下の説明または上述のフローチャート式ダイアグラムに特定
の順番で登場している本方法の２つ以上のステップは、異なる順番（例えば、逆の順番）
で実行されてもよいし、または実質的に同時に実行することもできる。これに加え、以下
で開述されている本方法の幾つかのステップは随意的なものであり、実行されなくてもよ
い。
【０１２１】
　方法１０は、そこに身体内における熱的に区別可能な対象物が存在している経路を決定
するために使用することができる。熱的に区別可能な対象物とは、それらが直に接してい
る周辺の温度よりも高い温度または低い温度を有している対象物であって、例えば炎症、
良性腫瘍、悪性腫瘍などであり得る。
【０１２２】
　本方法は、ステップ１２から始まって、ステップ１４へと続き、ステップ１４では、そ
の生体の合成熱空間画像が取得される。前述の合成熱空間画像は、既に述べられているよ
うに、その身体の３Ｄ空間表現上で定められており、その３Ｄ空間表現の表面と関連付け
られた熱的なデータを有している。その熱空間画像は、方法１０により発生させることが
でき、または方法１０によりその画像を読み取ることができる別の方法もしくはシステム
によって発生させることもできる。
【０１２３】
　本方法はステップ１６へと続き、ステップ１６では、その熱空間画像内において、１つ
以上の熱的に区別可能なスポットが同定される。「熱的に区別可能なスポット」という用
語は、それと関連付けられた熱的なデータがその領域の直に接している周辺領域と関連付
けられた熱的なデータとは異なっている、３Ｄ空間表現の表面上におけるあるエリアを表
す。例えば、熱的に区別可能なスポットは、その温度が局所的な最大値または局所的な最
小値に達しているエリアであってよい。この例証的な図においては、熱的に区別可能なス
ポットが総体的に「２０１」で示されている（図１ｃ参照）。この熱的に区別可能なスポ
ットのサイズは、典型的には、熱空間画像のサイズよりもずっと小さい。
【０１２４】
　本方法はステップ１８へと続き、ステップ１８では、少なくとも数個の熱的に区別可能
なスポットに対してその表面に対する空間勾配が計算される。空間勾配を求める計算は当
技術分野において公知であり、そのような勾配を計算するための方法が多くのテキストに
掲載されている。例えば、３Ｄ空間表現が多角形メッシュの形態を成しているときには、
その空間勾配は、そのスポットを通り、かつ、個々の多角形に対して垂直に向けられたベ
クトルであってよい。ポイント雲または他のタイプの３Ｄ表現に対しては、その勾配は、
空間１次導関数により、または接平面により見出すことができる。一旦勾配が算出される
と、好適には、その勾配は、そのスポットの所在位置とともに、ある直線を定めるために
使用され、その直線は、身体内における熱経路であってよい。例えば、方法１０が炎症ま
たは腫瘍などの熱的に区別可能な対象物が存在している経路を決定するために使用される
場合などのように、生体が高温の対象物を含んでいるときには、上述の直線は、そこに沿
って熱が身体内を伝播する経路として定めることができる。
【０１２５】
　その手順が図３ａに描かれており、図３ａは、３Ｄ空間表現２０６の表面２０５上の熱
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的に区別されたスポット２０１を示している。勾配２０２はその３Ｄ空間表現の内側へ向
いており、経路２０３は、勾配２０２に平行で、かつ、スポット２０１を通る直線として
定められている。また、表現２０６における内部領域２０４によって表されているように
、生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域の所在位置も示されている。図示さ
れているように、経路２０３は領域２０４も通っている。一旦見出されると、その経路は
、好適には、ディスプレイ装置、ハードコピーおよび記憶媒体などの有形的表現媒体に表
示または記録される。
【０１２６】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、本方法はステップ２２へと続き、ステップ
２２では、生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域の所在位置を決定するため
に２つ以上の熱軌道が使用される。この手順が図３ｂに描かれており、図３ｂは、第２の
スポット２０１’および第２の勾配２０２’に対応した第２の経路２０３’も示している
。領域２０４の所在位置は、これら２つの軌道間での交点を計算することにより得ること
ができ、または、それらの軌道が交差しないときには、それらの軌道のうちの最も近付い
ているポイント間の領域として得ることができる。一旦見出されると、その３次元の熱的
に区別可能な内部領域は、好適には、有形的表現媒体に表示または記録される。好適には
、本方法はステップ２４へと続き、ステップ２４では、発源領域２０８が領域２０４内で
所在位置を特定される。この発源領域は、身体内において熱的に区別された対象物（例え
ば炎症や腫瘍など）の所在位置に相当しており、限定するものではないが、領域２０４の
重心、重み付けされた重心および質量中心などを含め、当技術分野において公知のあらゆ
る数学的な手順により所在位置が特定されてよい。
【０１２７】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、本方法はステップ１４へとループバックし、
その際のステップ１４では付加的な熱空間画像が取得され、この付加的な熱空間画像は生
体の異なる姿勢に対応している。例えば、その生体が女性の胸部である場合には、第１の
熱空間画像は女性が立っているときの胸部を描写していてよく、また、上述の付加的な熱
空間画像は女性が前屈みになっているときまたは腹臥位で横たわっているときの胸部を描
写していてよい。好適には、但し必須という訳ではないが、前述の付加的な熱空間画像は
、それら２つ以上の熱空間画像が身体上の予め定められている固定の基準点に関して整列
可能であるような態様で取得される。例えば、その基準点は腋窩上のマークであってよい
。好適には、身体が第２の姿勢にあるときに３次元の熱的に区別可能な内部領域の所在位
置を決定するために、上述の付加的な熱空間画像に対して、その１つまたは複数の熱的に
区別可能なスポットの同定および１つまたは複数の勾配の計算が繰り返し行われる。その
後、この手順の正確度を評価するため、異なる姿勢において決定されたそれらの所在位置
を比較することができる。次いで、その評価された正確度に関するレポートを、例えばデ
ィスプレイ装置、ハードコピーなどで発行することができる。
【０１２８】
　あるいは、それらの所在位置を平均し、３次元の熱的に区別可能な内部領域の平均的所
在位置を有形的表現媒体に表示または記録することもできる。
【０１２９】
　方法１０はステップ２６で終了する。
【０１３０】
　図４は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における熱経路を算出するため
の装置４０の概略的説明図である。装置４０は、方法１０における方法ステップのうちの
１つ以上のステップを実行するために使用することができる。
【０１３１】
　装置４０は、合成熱空間画像を受け入れる入力ユニット４２、１つまたは複数の熱的に
区別可能なスポットを同定するスポット同定ユニット４４、およびこれまでの箇所でもっ
と詳しく説明されているように空間勾配を計算するための勾配計算機４６を含んでいる。
また、装置４０は、場合によって、かつ、好適には、これまでの箇所でもっと詳しく説明
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されているように３次元の熱的に区別可能な内部領域を決定することができるように設計
され、かつ、そのように構成されている、領域決定ユニット４８を含んでいる。さらに、
装置４０は、これまでの箇所でもっと詳しく説明されているように発源領域の所在位置を
特定する発源領域所在位置特定装置４８も含んでいてよい。
【０１３２】
　次に図５を参照しながら説明すると、図５は、本発明の様々な例証的実施形態による、
生体内における３次元の熱的に区別可能な内部領域の位置および場合によってはそのサイ
ズを決定するのに適した方法５０のフローチャート式のダイアグラムである。
【０１３３】
　本方法はステップ５２から始まって、ステップ５４へと続き、ステップ５４では、合成
熱空間画像が取得される。その熱空間画像は方法５０により発生させられたものであって
もよいし、または方法５０によりその画像を読み取ることができる別の方法もしくはシス
テムにより発生させられたものであってもよい。
【０１３４】
　本方法はステップ５６へと続き、ステップ５６では、表面、またはもっと具体的には格
子１０２が、概して同様な強度値によって表されている１つ以上のセットになった画素に
関して検索される。正式には、その格子が、Ｉ－ΔＩからＩ＋ΔＩまでの強度値を有する
１つのセットになった画素に関して検索され、ここで、Ｉはそのセットを特性付けしてい
る予め定められた強度であり、ΔＩは幅パラメータである。ΔＩの値は、好適には、その
セットに充分な個数の画素（例えば、１０個より多い個数の画素）の収集を許容するのに
充分な大きさではあるものの、できるだけ小さく選ばれる。例えば、それぞれの画素にお
ける強度値が０から２５５までの数字であるときには、ΔＩは約１０単位の強度であって
よい。
【０１３５】
　本明細書で使用する場合、「約」という用語は±２０％を表す。
【０１３６】
　１つより多くのセットになった画素が定められるときには、それぞれのセットは異なる
強度Ｉによって特性付けされるが、２つのセットが等しい幅パラメータを有していてよく
、または２つのセットが等しい幅パラメータを有していなくてもよい。
【０１３７】
　また、概して同様な強度値によって表されるセットになった画素の検索は、平均化手順
を伴っていてもよい。例えば、その検索は、表面上の熱的に区別されたスポットまたな領
域の所在位置を特定することにより始まってよい。次いで、その所在位置が特定されたス
ポットまたは領域におけるピクセルまたは画素の強度値が、平均強度値をもたらすべく、
平均または加重平均される。この後、本方法は、同一または同様な平均強度値を有してい
る他の領域またはスポットを検索することができる。何ら適合が見出されなかった場合、
本方法は、場合によっては、かつ、好適には、熱的に区別された領域における画素および
その領域の周囲の画素を用いて、従って、その領域を拡げて、平均強度値を計算し直す。
この後、本方法は、新たな平均値を用いて他の領域の検索を行うことができる。望ましい
場合には、このプロセスを数回繰り返すことができる。従って、この実施形態においては
、そのセットは上述の平均強度値によって特性付けされる。
【０１３８】
　本方法はステップ５８へと続き、ステップ５８では、セットになった画素のうちの１つ
以上に対して複数の場所が定められる。それら複数の場所のうちのそれぞれの場所は、そ
のセットになった画素のうちの少なくとも１組の画素と関連付けられており、また、その
場所の各ポイントが前述の１組の画素のうちの個々の画素から等しい熱的距離にあるよう
に定められている。この手順が図６ａに描かれており、図６ａは部分図であって、表面２
０５の断面、ならびに概して同様な強度値を有している（従って、同一のセットに属して
いる）１組の画素６０１および６０２を示している。ポイントの場所６０３がポイント６
０１および６０２と関連付けられている。場所６０３のポイント６０４とポイント６０１
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との間で定められる距離ｄ１は、場所６０３の同じポイント６０４とポイント６０２との
間で定められる距離ｄ２に等しい。一般的に、距離ｄ１およびｄ２は、幾何学的距離の観
点からではなく、熱伝導率に基づく熱的距離の観点から決定される。しかしながら、幾つ
かの実施形態においては身体を熱的に等方性の媒体としてモデル化することができ、その
場合には、熱的距離の定義は幾何学的距離の定義と一致する。
【０１３９】
　場所６０３は平面状または非平面状のどちらの形状をも成すことができる。距離ｄ１お
よびｄ２が幾何学的距離であるときには、場所６０３は平面であることが認識される。そ
れぞれの組のポイントは、原理上、異なる場所と関連付けることができる。従って、その
セットになった画祖が１つより多くの組のポイントを含んでいるときには、複数の場所が
定められる。それらの場所が一旦定められると、本方法はステップ６０へと続き、ステッ
プ６０では、それらの場所が３次元の熱的に区別可能な内部領域を定めるために使用され
る。これは、１つより多くの態様で為すことができる。１つの実施形態においては、その
内部領域はそれらの場所によって完全に、または部分的に境界づけられている。言い換え
れば、それらの場所は、その領域の外表面を定めるために使用されている。この実施形態
が図６ｂ～ｄに描かれており、図６ｂ～ｄは、参照記号６０３、６０３’、６０３’’で
表されている数個の平面状の場所によって境界づけられた３次元領域２０４の例を示して
いる。
【０１４０】
　別の実施形態においては、その内部領域は、それらの場所のうちの２つ以上の場所の交
差する線に基づいて決定される。この実施形態が図６ｅ～ｆに描かれており、図６ｅ～ｆ
は、それに沿って２つの場所６０３および６０３’が交差する線６０５（図６ｅ）、なら
びに２つ以上の線６０５の交点である複数のポイント６０６（図６ｆ）を示している。こ
の後、ポイント６０６は、例えばそれらのポイント６０６をポイント雲と見なすことによ
り、または領域２０４を多角形メッシュもしくは曲線メッシュとして再構築することによ
り、領域２０４を定めるために使用することができる。
【０１４１】
　本方法がステップ５６において１つより多くのセットになった画素を見出したときには
、それらのセットになった画素のうちの少なくとも幾つかの場所が、個々のセットになっ
た画素と関連付けられた内部領域を定めるために独立して使用される。この後、例えばそ
れらの領域を平均化することにより、最終的な内部領域を定めることができる。その平均
は、個々の領域に対する相対的な重みとしてそれらのセットになった画素と関連付けられ
た強度を用いて重み付けされてよい。あるいは、その最終的な領域をすべての領域の集合
として定めることもできる。またあるいは、その最終的な領域は、２つ以上の領域の交差
した部分として定めることもできる。
【０１４２】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、本方法はステップ５４へとループバックし、
その際のステップ５４では、１つ以上の付加的な熱空間画像が取得され、その付加的な熱
空間画像は生体の異なる姿勢に対応している。好適には、但し必須という訳ではないが、
その付加的な熱空間画像は、それら２つ以上の熱空間画像が身体上における予め定められ
た固定の基準点に関して整列可能であるような態様で取得される。好適には、その身体が
第２の姿勢にあるときに３次元の熱的に区別可能な内部領域の所在位置を決定するため、
この１つまたは複数のセットになった画素の検索および場所の特定工程が上述の付加的な
熱空間画像に対して繰り返される。その後、この異なる姿勢で決定されたこれらの所在位
置を、その手順の正確度を評価するために比較することができる。その後、この評価され
た正確度に関するレポートを、例えばディスプレイ装置、ハードコピーなどで発行するこ
とができる。
【０１４３】
　あるいは、それらの所在位置を平均し、３次元の熱的に区別可能な内部領域の平均的所
在位置を有形的表現媒体に表示または記録することもできる。
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【０１４４】
　一旦見出されると、領域２０４は、好適には、有形的表現媒体に表示または記録される
。好適には、本方法はステップ６２へと続き、ステップ６２では、領域２０４内における
発源領域２０８の所在位置が特定される。その発源領域は、その身体内における熱的に区
別された対象物（例えば炎症や腫瘍など）の所在位置に相当しており、当技術分野におい
て公知のあらゆる数学的手順によってその所在位置が特定されてよく、そのような数学的
手順は、限定するものではないが、領域２０４の重心、重み付けされた重心および質量中
心を含む。
【０１４５】
　方法５０はステップ６４で終了する。
【０１４６】
　以下は、距離ｄ１およびｄ２が幾何学的距離であって、かつ、それぞれの場所が平面で
ある実施形態において、場所を特定し、それらの場所に基づいて内部領域を決定するため
のアルゴリズムの１つの代表的な例である。
【０１４７】
　Ｉ－ΔＩからＩ＋ΔＩまでの同様な強度値を有する１つのセットになったすべてのピク
セルが「ｓ」で表されている。デカルト座標系において、「ｓ」内の２つのピクセルが、
それぞれ、ｐ１＝［ｘ１　ｙ１　ｚ１］Ｔおよびｐ２＝［ｘ２　ｙ２　ｚ２］Ｔで表され
ている。これらのピクセルのユークリッドノルムが、それぞれ、‖ｐ１‖２および‖ｐ２

‖２で表されている。ｐ１およびｐ２から等距離にあるすべてのポイントの場所は、ベク
トルｐ１－ｐ２＝［ｘ１－ｘ２，ｙ１－ｙ２，ｚ１－ｚ２］Ｔに垂直な平面である。その
ような平面の式は：

であり：

とも書くことができる。
【０１４８】
　すべてのそのような平面の式が線形最小２乗問題を与えるためのアルゴリズムによって
連結され：

ここで、Ａおよびｂは、あらゆる組のピクセルｐｉ、ｐｊ∈ｓに対する、それぞれ、すべ
てのベクトル２（ｐｉ－ｐｊ）およびすべてのノルム差‖ｐｉ‖２－‖ｐｊ‖２を含む配
列である。この線形最小２乗問題の解は：

である。
【０１４９】
　そのアルゴリズムは以下の疑似コードによって記述される：
　１．表面での固有のグレーレベル値を「見出せ」。
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　２．空配列としてＡおよびｂを「初期化せよ」。
　３．「それぞれの」グレーレベル「に対して」：
　　（ａ）同じ強度値（Ｉ－ΔＩからＩ＋ΔＩまで）を共有しているすべてのピクセルの
組を「見出せ」。それぞれの組は、その組になったピクセルのうちの２つのピクセルから
等しい距離にあるすべてのポイントからなる平面を定めている。その平面の式（式１また
は式２）を構築せよ。
　　（ｂ）相互に近付き過ぎているすべての組を「捨てよ」。
　　（ｃ）ベクトル２・（ｐ１－ｐ２）を配列Ａに「連結せよ」。
　　（ｄ）スカラー‖ｐ１‖２－‖ｐ２‖２を配列ｂに「連結せよ」。
　４．この最小２乗法の式Ａｘ≒ｂ（式４）を「解け」。
　５．「終了」。
【０１５０】
　この問題の複雑性は、「ｓ」のすべての組を選択する場合およびそれに対応する最小２
乗問題を解く場合の両方に対して、Ｏ（ｎ２）［ここで、ｎは「ｓ」のサイズである］で
ある。例えば、４１×４１ピクセルの放物面に対して、その発源部の位置が、Ｉｎｔｅｌ
（登録商標）Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）Ｍ１．７０ＧＨｚプロセッサおよび５９９ＭＨ
ｚで５０４ＭｂのＲＡＭを備えたＩＢＭのＴｈｉｎｋＰａｄ　Ｒ５０ｅにより（０．００
６、０．００６、０．００９）の正確度および０．０３秒の計算時間をもって決定された
。
【０１５１】
　図７は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における３次元の熱的に区別可
能な内部領域を決定するための装置７０の概略的説明図である。装置７０は、方法５０ス
テップのうちの１つ以上のステップを実行するために使用することができる。
【０１５２】
　装置７０は、合成熱空間画像を受け入れるための入力ユニット４２、概して同様な強度
値によって表されている１つ以上のセットになった画素に関してその格子上を検索する検
索ユニット７２、それらの場所を特定する場所特定ユニット７４、およびこれまでの箇所
でもっと詳しく説明されているように、それらの場所に基づいて３次元の熱的に区別可能
な領域である内部領域２０４を決定するための領域決定ユニット７６を含んでいる。また
、装置７０は、これまでの箇所でもっと詳しくされているように発源領域所在位置特定装
置４８も含んでいてよい。
【０１５３】
　次に、図８を参照しながら説明すると、図８は、本発明の様々な例証的実施形態による
、生体内における多数の熱的に区別可能な対象物を決定するのに適した方法８０のフロー
チャート式のダイアグラムである。
【０１５４】
　本方法はステップ８２から始まって、ステップ８４へと続き、ステップ８４では合成熱
空間画像が取得される。その熱空間画像は方法８０によって発生させられたものであって
よく、または方法８０によってその画像を読み取ることができる別の方法もしくはシステ
ムによって発生させられたものであってもよい。熱的なデータが可視画像に変換されると
きには、その画像は一般的に等温曲線の形態を成していることが認識される。大まかに言
うと、それらの等温曲線は閉じていることもあり得るし、またはそれらの等温曲線が開い
ていることもあり得る。例えば、その熱的なデータが温度レベルのデータを含んでいると
きには、閉じた等温曲線の存在は、典型的には、その温度がその閉じた曲線によって囲ま
れた領域に１つ以上の局所的な極値を有していることを示しており、一方、開いた等温曲
線の存在は、典型的には、その温度がその開いた曲線の領域内において単調（鞍点の場合
を含む）であることを示している。例えば、熱源がイメージング装置での視野内にないと
きには、等温曲線は一般的に開いている。
【０１５５】
　閉じた等温曲線および開いた等温曲線によって特性付けられた熱的なデータの代表的な
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例が、それぞれ、図９ａ～ｂに与えられている。図示されているように、図９ａでは、閉
じた等温曲線が少なくとも１つの熱的に区別されたスポット９０１を取り囲んでおり、一
方、等温曲線が開いた状態の図９ｂにはそのようなスポットが存在していない。
【０１５６】
　本発明の様々な例証的実施形態では、ステップ８４で取得された熱空間画像の熱的なデ
ータは、３Ｄ空間表現の表面における少なくとも１つの熱的に区別されたスポットを取り
囲んでいる閉じた等温曲線により特性付けられる。
【０１５７】
　本方法はステップ８６へと続き、ステップ８６では、生体内における１つ以上の３次元
の熱的に区別可能な内部領域の位置および場合によってはそのサイズが決定される。これ
は、方法１０、方法５０または何らかの他の方法を用いて果たすことができる。また、そ
れらの方法の間での組み合わせ（例えば、方法１０と方法５０の組み合わせ）も想定され
ている。場合によっては、かつ、好適には、本方法は、これまでの箇所で説明されている
ように１つ以上の発源領域も決定する。
【０１５８】
　方法８０はステップ８８へと続き、ステップ８８では、空間表現内における境界を定め
るため、３Ｄ空間表現が分析される。前述の境界は、その境界の一方の側に存在している
ポイントが表面上において熱的に区別された単一のスポットに対応しており、一方、その
境界の別の側に存在しているポイントが表面上において熱的に区別された複数のスポット
に対応するような態様で定められる。
【０１５９】
　ステップ８８については、図１０ａ～ｄおよび以下の説明を参照することにより一層良
好な理解が得られよう。
【０１６０】
　図１０ａは、３Ｄ空間表現２０６の表面２０５における熱的なデータを伴った熱空間画
像の概略的説明図である。表面２０５上には２つの熱的に区別されたスポット９０１およ
び９０２が存在し、それぞれが、閉じた熱的曲線によって取り囲まれているものとして確
認することができる。図１０ｂは、図１０ａの熱空間画像に対応した３Ｄ空間表現２０６
の断面図を概略的に描いている。図１０ｂには、スポット９０１および９０２が表面２０
５上に存在し、熱的に区別された内部発源ポイント９０３がそのバルクに存在しているこ
とが示されている。
【０１６１】
　発源ポイント９０３と表面２０５上の種々のポイントとの間の熱的距離を記述する距離
関数Ｄの観点から、スポット９０１および９０２はＤの局所的な最小を含んでいる。換言
すると、発源ポイント９０３とスポット９０１との間の熱的距離は、発源ポイント９０３
とスポット９０１のすぐ近辺における表面２０５上のポイントとの間でのどの熱的距離よ
りも小さく；そして、発源ポイント９０３とスポット９０２との間の熱的距離は、発源ポ
イント９０３とスポット９０２のすぐ近辺における表面２０５上のポイントとの間でのど
の熱的距離よりも小さい。また、図１０ｂには、全体的な最大に対応した表面ポイント９
０４も示されている。
【０１６２】
　それとは異なる状況が図１０ｃ～ｄに描かれている。図１０ｃは、表面２０５上におけ
る熱的に区別された単一のスポット９０５を有する熱空間画像（閉じた熱的曲線を伴って
いる）の概略的な説明図である。図１０ｄは、図１０ｃの熱空間画像に対応した、表面２
０５の断面図の概略的な説明図である。図１０ｂには、スポット９０５およびそのバルク
に存在する発源ポイント９０３が示されている。距離関数Ｄの観点から、スポット９０５
はＤの局所的な最小である。しかしながら、上の図１０ａ～ｂで提示されている状況とは
異なり、図１０ｃ～ｄには局所的最小が１つだけ存在している。
【０１６３】
　原理的に、ある与えられた表面２０５に対して、距離関数Ｄの局所的最小の個数は、そ
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のバルクに存在する発源ポイント９０３の位置に依存する。本発明の様々な例証的実施形
態においては、本方法は、表面２０５を分析し、その発源ポイントに対してＤが単一の最
小を有する発源ポイント９０３のすべての可能な位置およびその発源ポイントに対してＤ
が１つより多くの最小を有する発源ポイント９０３のすべての可能な位置の間での境界を
特定する。そのような境界の１つの代表的な説明図が図１０ｅに描かれており、図１０ｅ
は、そのバルクを２つのセクション９０７および９０８に分割する境界９０６を示してお
り、その境界により、下側のセクション９０７はその発源ポイントに対してＤが２つの最
小を有する発源ポイント９０３のすべての可能な位置を含んでおり、また、上側のセクシ
ョン９０８はその発源ポイントに対してＤが単一の最小を有する発源ポイント９０３のす
べての可能な位置を含んでいる。境界９０６は、ポイント雲の形態で与えることもできる
し、またはそのポイント雲を近似する再構築表面の形態で与えることもできる。そのポイ
ント雲が図１０ｅではアスタリスクとして描かれており、また、その再構築表面は実線と
して描かれている。
【０１６４】
　一旦境界９０６が見出されると、方法８０はステップ９０へと続き、ステップ９０では
、ステップ８６で見出された１つまたは複数の内部領域および／または１つまたは複数の
発源領域が境界９０６に対して比較される。具体的に言うと、本方法は、それぞれの内部
領域に対して、それが境界９０６のどちらの側に存在しているのかを決定する。そのよう
な比較を行うことにより、方法８０は、以下の簡単化された実施例からも分かるように、
生体での熱的に区別された対象物の数を決定することが可能になる。
【０１６５】
　以降では、ステップ８４で取得された熱空間画像は熱的に区別された２つのスポットを
含んでいるものとする（図１０ａ参照）。さらに、ステップ８６において、本方法はセク
ション９０８内に所在する内部発源領域を同定しているものとしよう。発源領域がセクシ
ョン９０８で所在位置を特定されたときには、表面２０５には熱的に区別されたスポット
が１つしか存在していないことが予測されるため、本方法は、表面２０５上の２つの熱的
に区別されたスポットはそのバルクに存在する２つの異なる熱的に区別された対象物に対
応するものであると決定することができる。その一方で、ステップ８４において取得され
た熱空間画像が熱的に区別された単一のスポットを含んでおり（図１０ｃ参照）、かつ、
本方法がセクション９０８内に所在する内部発源領域を同定している場合には、本方法は
、その同定された内部発源領域が、他のそのような対象物を伴うことなく、そのバルク内
に存在している熱的に区別された単一の対象物に対応するものであると決定することがで
きる。この比較は、ステップ８６の正確度を評価する機能を果たすこともできる。例えば
、ステップ８４で取得された熱空間画像が１つの熱的に区別されたスポットを含んでおり
（図１０ｃ参照）、かつ、ステップ８６において、本方法がセクション９０７内に所在す
る内部発源領域を同定しているものとする。発源領域がセクション９０７内に所在してい
るときには、表面２０５上に２つの熱的に区別されたスポットが存在していることが予測
されるため、本方法は、ステップ８６において実施された手順の正確度が不充分であるこ
とを決定し、オペレータに対してそのような不正確性に関するレポートまたは信号を発行
することができる。あるいは、または付加的に、本方法は、ステップ８６へとループバッ
クし、別の手順を用いて、または同一の手順ではあるが（例えば、３Ｄ空間表現２０６の
再構築でもっと多くのサンプリングされたポイントを用いて）正確度が高められた状態で
の同じ手順を用いて、その発源領域の位置および／またはサイズを決定することもできる
。
【０１６６】
　方法８０はステップ９２で終了する。
【０１６７】
　図１１は、本発明の様々な例証的実施形態による、生体内における多数の熱的に区別可
能な対象物を決定するための装置１１０の概略的な説明図である。装置１１０は、方法８
０における方法ステップのうちの１つ以上のステップを実行するために使用することがで
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きる。
【０１６８】
　装置１１０は、合成熱空間画像を受け入れるための入力ユニット４２、ならびに３Ｄの
熱的に区別可能な内部領域および最適には内部発源領域を決定する領域決定ユニット１１
２を含んでいる。ユニット１１２は、装置４０（例えば、ユニット４４、計算機４６、ユ
ニット４６、所在位置特定装置４８）および／または装置７０（例えば、ユニット７２、
ユニット７４、ユニット７６）の選定された構成要素を含んでいてよく、また、方法１０
、方法５０またはそれらの方法の組み合わせの選定されたステップを含んでいてよい。さ
らに、装置１１０は、装置４０または装置７０から１つまたは複数の内部領域を受け入れ
るようにすることもできる。
【０１６９】
　装置１１０は、さらに、その３Ｄ空間表現を分析し、かつ、上で説明されているように
境界９０６を定める分析装置１１４、および、これまでの箇所でもっと詳しく説明されて
いるように、その身体内における熱的に区別可能な対象物の個数を決定するために、その
３Ｄの熱的に区別可能な内部領域を境界９０６と比較する比較ユニット１１６を含んでい
る。
【０１７０】
　以下の説明は、本発明の様々な例証的実施形態による、熱空間画像を取得するための技
術に関する説明である。以下で説明されているそれらの技術は、上述のどの方法および装
置によって使用されてもよい。
【０１７１】
　熱空間画像は、１つ以上のサーモグラフィー画像を取得し、その１つまたは複数のサー
モグラフィー画像を３Ｄ空間表現上にマッピングすることにより発生させ、かつ、得るこ
とができる。
【０１７２】
　次に、図１２ａを参照しながら説明すると、図１２ａは、本発明の好適な実施形態によ
る熱空間イメージングシステム１２０の概略的な説明図である。図１２ａに示されている
ように、人物２１２の生体２１０またはそれの一部がイメージング装置２１４の前に位置
付けされている。人物２１２は、立っていてもよいし、座っていてもよく、またはイメー
ジング装置２１４に対して相対的に適切な他のあらゆる姿勢にあってよい。人物２１２は
、典型的にはエンジンの力または何らかの他の適切な力によってレール上を動く台を含ん
でいるポジショニング装置２１５により、イメージング装置２１４に対して相対的に、最
初にポジショニングされてもよいし、または後でポジショニングし直されてもよい。付加
的に、人物２１２の身体２１０には、腫瘍などの熱的に区別可能な対象物２１６が存在し
得る。例えば、身体２１０が胸部を含んでいるときには、対象物２１６は癌性腫瘍などの
乳房の腫瘍であり得る。
【０１７３】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、人物２１２は、シャツなどの衣服２１８を身
に着けていてよい。好適には、衣服２１８は、４００～７００ナノメートルのなどの可視
光波長を通さないか、もしくは部分的にしか通さず、赤外波長などの可視光波長よりも長
い波長を通すものであってよい。付加的に、基準マーク２２０が人物２１２の近くに位置
付けされてよく、好適には人物２１２の身体に直接的に、および身体２１０の極近傍に位
置付けされてよい。場合によっては、かつ、好適には、基準マーク２２０は身体２１０に
直接的に取り付けられる。基準マーク２２０は、典型的には、本明細書の以降の箇所で説
明されているように、一片の材料、人物２１２上に描かれたマークまたは何らかの他の適
切なマークを含んでよい。
【０１７４】
　イメージング装置２１４は、典型的には、少なくとも可視光波長に感応することができ
る少なくとも１つの可視光イメージング装置２２２、および赤外波長、典型的には３～５
マイクロメートルおよび／または８～１２マイクロメートルの範囲における赤外波長に感
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受性を有する少なくとも１つのサーモグラフィーイメージング装置２２４を含んでいる。
典型的には、イメージング装置２２２および２２４は、上述の基準マーク２２０に感応す
ることができる。
【０１７５】
　場合によっては、偏光子２２５が可視光イメージング装置２２２の前に配置されてよい
。さらなる代替的な形態として、その可視光波長のうちの少なくとも一部を遮断すること
ができるカラーフィルター２２６が可視光イメージング装置２２２の前に配置されてもよ
い。
【０１７６】
　典型的には、少なくとも１つの可視光イメージング装置２２２は、白黒もしくはカラー
の静止画イメージング装置、またはＣＣＤもしくはＣＭＯＳなどのデジタルイメージング
装置を含んでいてよい。付加的に、少なくとも１つの可視光イメージング装置２２２は複
数のイメージングエレメントを含んでいてよく、また、それらの各エレメントが３次元イ
メージングエレメントであってよい。
【０１７７】
　場合によっては、かつ、好適には、イメージング装置２１４は、ポジショニング装置２
２７により、人物２１２に対して相対的にポジショニングし直されてよい。また、１つの
さらなる代替的な形態として、それぞれのイメージング装置２２２および２２４を少なく
とも１つのポジショニング装置２２８により人物２１２に対して相対的にポジショニング
し直すこともできる。ポジショニング装置２２７は、エンジン、レバーまたは何らかの他
の適切な駆動力を含んでいてよく、また、その上でイメージング装置２１４を移動させる
ためにレールも含んでいてよい。好適には、再ポジショニング装置２２８を同様に構造化
することができる。
【０１７８】
　可視光イメージング装置２２２およびサーモグラフィーイメージング装置２２４により
取得されたデータは、通信ネットワーク２３２を介してデータ処理装置２３０へ出力され
、典型的には、そのデータ処理装置上で実行されるアルゴリズムにより分析され、かつ、
処理される。結果として得られたデータは、少なくとも１つのディスプレイ装置２３４で
表示することができ、このディスプレイ装置は、好適には、通信ネットワーク２３６を介
してデータ処理装置２３０に接続されている。データ処理装置２３０は、典型的には、Ｐ
Ｃ、ＰＤＡまたは何らかの他の適切なデータ処理装置を含む。通信ネットワーク２３２お
よび２３６は、典型的には、インターネットもしくはイントラネットなどの物理的な通信
ネットワークを含むか、あるいは、携帯電話によるネットワーク、赤外通信ネットワーク
、ラジオ周波数（ＲＦ）による通信ネットワーク、ブルートゥース（ＢＴ）による通信ネ
ットワークもしくは何らかの他の適切な通信ネットワークなどの無線ネットワークを含む
こともできる。
【０１７９】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、ディスプレイ２３４は、典型的には、ＬＣＤ
スクリーン、ＣＲＴスクリーンまたはプラズマスクリーンなどのスクリーンを含んでいる
。１つのさらなる代替的な形態として、ディスプレイ２３４は、ユーザーの目の前に置か
れ、眼鏡の場合と同様な構造にまとめられた、２つのＬＣＤまたは２つのＣＲＴを含む少
なくとも１つの視覚化装置を含んでいてよい。好適には、ディスプレイ２３４はポインタ
２３８も表示し、このポインタ２３８は、典型的には、表示されたモデルのＸ軸、Ｙ軸お
よびＺ軸に沿って動かすことができ、その表示されたデータの異なる場所または異なるエ
レメントを指し示すために使用することができる。
【０１８０】
　次に、図１２ｂ～ｆおよび図１３ａ～ｅを参照しながら説明すると、これらの図は、本
発明の様々な例証的実施形態による、熱空間イメージングシステム１２０の様々な動作原
理を描いている。
【０１８１】
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　最初に図１２ｂ～ｆを参照しながら可視光イメージングが説明され、その後、図１３ａ
～ｅを参照しながらサーモグラフィーイメージングが説明される。図１２ｂ～ｆに描かれ
ている可視光画像データの取得は、図１３ａ～ｅに描かれているサーモグラフィー画像デ
ータの取得の前、取得の後、またはサーモグラフィー画像データの取得と同時的に行われ
てよいことが認識されよう。
【０１８２】
　図１２ｂ～ｆを参照すると、身体２１０を含む人物２１２が、イメージング装置に対し
て相対的な第１の位置２４０にあるイメージング装置２１４の前のポジショニング装置２
１５上に位置付けされている。身体２１０の第１の画像データが、場合によっては偏光子
２２５を通じて、または代替的な選択肢としてカラーフィルター２２６を通じて、可視光
イメージング装置２２２により取得される。カラーフィルターを使用する利点は信号対雑
音比を改善し得ることであり、例えばその人物に特定の色のパターンまたはマークを照射
した場合、前述のカラーフィルターを用いることによりその特定の色のみを透過させ、こ
れにより、バックグラウンドの読み取りを低減させることができる。付加的に、身体２１
０がイメージング装置２１４に対して相対的な少なくとも第２の位置２４２に位置付けら
れた状態で、身体２１０の少なくとも第２の画像データが可視光イメージング装置２２２
により取得される。従って、第１の画像データ、第２の画像データおよび場合によっては
もっと多くの画像データが、身体２１０に対して相対的なイメージング装置の少なくとも
２つの異なる視点から取得される。
【０１８３】
　上述の第２の相対的な位置２４２は、図１２ｂから分かるようにポジショニング装置２
１５を用いて人物２１２を位置付けし直すことにより、図１２ｃから分かるようにポジシ
ョニング装置２２７を用いてイメージング装置２１４を位置付けし直すことにより、また
は図１２ｄから分かるようにポジショニング装置２２８を用いてイメージング装置２２２
を位置付けし直すことにより設定されてよい。１つのさらなる代替的な形態として、第２
の相対的な位置２４２は、図１２ｅから分かるように２つの別個なイメージング装置２１
４を用いることにより、または図１２ｆから分かるように２つの別個な可視光イメージン
グ装置２２２を用いることにより設定されてもよい。
【０１８４】
　図１３ａ～ｅを参照すると、身体２１０を含む人物２１２が、イメージング装置２１４
に対して相対的な第１の位置２４４にあるイメージング装置２１４の前のポジショニング
装置２１５上に位置付けされている。身体２１０の第１のサーモグラフィー画像データが
サーモグラフィーイメージング装置２２４により取得される。場合によっては、かつ、好
適には、身体２１０がイメージング装置２１４に対して相対的な少なくとも第２の位置２
４２に位置付けられた状態で、身体２１０の少なくとも第２のサーモグラフィー画像デー
タがサーモグラフィーイメージング装置２２４により取得される。従って、第１のサーモ
グラフィー画像データ、第２のサーモグラフィー画像データおよび場合によってはもっと
多くのサーモグラフィー画像データが、身体２１０に対して相対的なそのサーモグラフィ
ーイメージング装置の少なくとも２つの異なる視点から取得される。
【０１８５】
　上述の第２の相対的な位置２４６は、図１３ａから分かるようにポジショニング装置２
１５を用いて人物２１２を位置付けし直すことにより、図１３ｂから分かるようにポジシ
ョニング装置２２７を用いてイメージング装置２１４を位置付けし直すことにより、また
は図１３ｃから分かるようにポジショニング装置２２８を用いてサーモグラフィーイメー
ジング装置２２４を位置付けし直すことにより設定されてよい。１つのさらなる代替的な
形態として、その第２の相対的な位置２４６は、図１３ｄから分かるように２つの別個な
イメージング装置２１４を用いることにより、または図１３ｅから分かるように２つの別
個なサーモグラフィーイメージング装置２２４を用いることにより設定されてもよい。
【０１８６】
　身体２１０の画像データは、身体２１０の完全な画像のうちの複数の狭いストライプを
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別々にイメージングすることにより、サーモグラフィーイメージング装置２２４によって
取得されてよい。あるいは、身体２１０の完全な画像をそのサーモグラフィーイメージン
グ装置で取得し、その画像を、複数の狭いストライプまたは処理用に別な具合の形状に成
された複数の部分でサンプリングしてもよい。１つのさらなる代替的な形態として、身体
２１０のイメージングが異なる露光時間を用いて実施されてもよい。
【０１８７】
　イメージング装置２１４から得られたサーモグラフィーおよび可視光による画像データ
は、好適には、以下のようにして、データ処理装置２３０により分析され、かつ、処理さ
れる。イメージング装置２２２から取得された画像データは、米国特許第６４４２４１９
号（参照により、ここで完全に説明されている如くにして、本明細書に組み入れられる）
に記載されている方法などの当技術分野において周知のアルゴリズムおよび方法を用いて
、身体２１０の３次元空間表現を構築すべくデータ処理装置２３０により処理される。そ
の３Ｄ空間表現は、好適には、基準マーカー２２０の所在位置を含んでいる（図１３ａ参
照）。場合によっては、かつ、好適には、その３Ｄ空間表現は、身体２１０の色、色相お
よび組織テクスチャに関する情報を含んでいる。イメージング装置２２４から取得された
サーモグラフィー画像データは、米国特許第６４４２４１９号に記載されている方法など
の当技術分野において周知のアルゴリズムおよび方法を用いて、身体２１０のサーモグラ
フィーによる３次元モデルを構築すべくデータ処理装置２３０により処理される。このサ
ーモグラフィーによる３Ｄモデルは、好適には、基準マーカー２２０を含んでいる（図１
３ｂ参照）。この後、そのサーモグラフィーによる３Ｄモデルが、処理装置２３０により
、熱空間画像を形成すべく、例えば基準マーカー２２０を整列させることにより、その３
Ｄ空間表現上にマッピングされる。
【０１８８】
　身体２１０の３Ｄ空間表現を構築するための２つ以上の可視光画像の組み合わせ、およ
びサーモグラフィーによる３Ｄモデルを構築するための２つ以上のサーモグラフィー画像
の組み合わせは、異なる視点から取得された（可視光またはサーモグラフィーのどちらか
における）画像データ間の領域ベースでの比較が必要になり得る。そのような比較は、典
型的には、２要素プロセスである：第１に、画素の選定されたグループがそれぞれの個々
の画像において同定され、第２に、１つの画像のその同定された画素のグループが様々な
画像間でマッチングされる。本実施形態は、その同定プロセスおよびマッチングプロセス
を改善するのに適した方法を成功裏に提供する。
【０１８９】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、身体は一連のスポットで照射され、ここで、
その一連のスポットのうちの少なくとも１つのスポットは他のすべてのスポットから区別
可能である。そのような一連のスポットの１つの代表的な例が図１４に描かれており、図
１４は一連のスポット１４２を示していて、そのうちの１つのスポット１４４（この例で
は、左から３番目のスポット）が他のすべてのスポットから区別されている。図１４の１
つの代表的な例では、一連のスポット１４２はスポットの列であるが、それら一連のスポ
ットは、１次元（例えば列、段、弧、曲線など）または２次元（例えばマトリクス）のど
ちらかの、あらゆる幾何学的性質を有することができる。スポット１４４は、限定するも
のではないが、形状、サイズ、波長、強度および配向を含め、あらゆる際立った特徴によ
り区別されてよい。
【０１９０】
　身体がそれら一連のスポットで一旦照射されると、好適には、少なくとも２つの異なる
視点からその身体およびそれら一連のスポットの２つ以上の画像を取得するため、１つ以
上のイメージング装置が使用される。それらの画像は、１つ以上の可視光イメージング装
置を用いて取得された可視光画像であってもよいし、または１つ以上のサーモグラフィー
イメージング装置を用いて取得されたサーモグラフィー画像であってもよい。それら一連
のスポット１４２の波長または波長域は、そのイメージング装置が感応する波長域に適合
する。従って、可視光画像の場合、一連のスポット１４２は、一般的に、可視域の波長に
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おいて照射され、またサーモグラフィー画像の場合には、一連のスポット１４２は、一般
的に、赤外域の波長において照射される。
【０１９１】
　一旦それらの画像が取得されると、好適には、上述の区別可能なスポット１４４が同定
され、かつ、それら一連のスポットにおける他のすべてのスポットを同定するためにその
同定された区別可能なスポットが使用される。図１４における例証的な一連のスポットを
参照しながら説明すると、それら一連のスポットにおけるスポットの個数およびそれら一
連のスポットにおけるスポット１４４の相対的な位置（この例では、左から３番目）が分
かれば、スポット１４４に関するそれらの相対的な位置により、他のすべてのスポットを
同定することができる。このようにして、本方法は、画像上のある線に沿ってすべての画
素を横断的にスキャンし、既に同定されているそのスポットから始めてそれらのスポット
を計数することができる。
【０１９２】
　従って、本実施形態は、一連のスポット１４２におけるすべてのスポットをインデック
スするためのポインタとしてスポット１４４を使用する。そのようなインデックス機能は
、スポットベースでのマッチングとは対照的に、一連的なレベルでのマッチングを可能に
するため、マッチングステップの効率を大幅に増強する。それら一連のスポットは原理的
にあらゆる長さのものであり得るため、単回の一連的なマッチングによってそれらの画像
の大部分を包含することが可能である。
【０１９３】
　このマッチングは、典型的には三角測量法により、少なくとも幾つかのスポットに対す
るレンジデータの計算を可能にし、より好適には一連となったスポットにおけるそれぞれ
のスポットに対するレンジデータの計算を可能にする。この後、そのレンジデータを使用
して、上述の３Ｄ空間表現または３Ｄサーモグラフィーモデルを構築することができる。
【０１９４】
　本発明の別の実施形態によれば、スポットの同定およびマッチングは、少数の照射され
たスポット、例えば５個のスポット、より好適には４個のスポット、より好適には３個の
スポット、より好適には２個のスポット、より好適には単一のスポットに対して実施され
る。この実施形態においては、各視点から複数の画像が取得され、ここで、それぞれのそ
のような取得に先立って、スポットでの身体表面上の異なる領域または異なる場所の照射
が行われる。それらのスポットの同定およびマッチングは、それぞれのそのような領域ま
たは場所に対して別々に実施される。
【０１９５】
　上述のどの実施形態においても、それらのスポットの同定は減算により実現することが
できる。もっと具体的に説明すると、各画像が２回取得される：１回は身体にスポットを
照射することなく取得され、別の回にはスポットを伴って取得される。この後、スポット
を伴うことなく取得された画像がスポットを伴って取得された画像から差し引かれ、その
残りのデータは、バックグラウンドノイズをほんの僅かにしか伴わずに、またはそのよう
なノイズを全く伴わずに、それらのスポットに関するほとんどの情報を含んでいる。
【０１９６】
　上述のシステム１２０または以下でさらに開述される他のシステムなどのレンジ・イメ
ージング・システムおよび熱空間イメージングシステムは、取得ステップの前に較正ステ
ップが必要になり得ることが認識される。
【０１９７】
　本実施形態は、それぞれが図形エントリおよびその図形エントリの視点に対応した角度
エントリを有している複数のエントリを含む図形のデータベースを用いる較正手順を成功
裏に提供する。このデータベースは、典型的には、前もって、複数の異なる視点から表面
へ図形（例えば幾何学的な図形であってよい）を投射し、各視点に対してそれぞれの図形
に引き起こされたひずみを決定することにより作成される。それぞれのひずんだ図形がそ
のデータベースの図形エントリとして記録され、また、各視点がそのデータベースの角度
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エントリとして記録される。上述の較正は、好適には、以下のようにして実施される。あ
る図形が身体に照射され、その身体および図形の少なくとも２つの画像が少なくとも２つ
の異なる視点から取得される。各画像に対して、その取得された図形が同定される。上述
のデータベースがアクセスされ、個々の画像の同定された図形に概して類似している図形
エントリに関してそのデータベースでの検索が行われる。すべての画像に対して一旦それ
らの図形エントリが見出されると、三角測量法により、それらの個々の角度エントリを用
いてレンジデータが算出される。これらの本実施形態の較正手順の利点は、そのデータベ
ース上での検索の方が、原理的に、それらの角度の完全な計算よりも迅速に行えることで
ある。
【０１９８】
　また、本発明の様々な例証的実施形態による熱空間イメージングシステムの較正は、身
体に複数の波長におけるあるパターンを照射することによって行うこともでき、ここで、
そのうちの少なくとも１つの波長は本システムのサーモグラフィーイメージング装置によ
って検出可能であり、また、少なくとも１つの波長は本システムの可視光イメージング装
置によって検出可能である。そのような照射をもたらすことができる照射装置は当技術分
野において公知である。例えば、赤外線ランプ、例えばＳｃｉｔｅｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ　Ｌｔｄ，ＵＫから商業的に入手可能なＩＲ－５０シリーズの赤外線ランプなどを
使用することができる。サーモグラフィーイメージング装置および可視光イメージング装
置を用いて、身体のサーモグラフィー画像および可視光画像が取得される。上述の較正は
、可視光イメージング装置により取得されたパターンとサーモグラフィーイメージング装
置により取得されたパターンとを整列させることにより果たされる。本発明の１つの好適
な実施形態によれば、較正操作の間その身体が本質的に静止した状態であるようにして上
述のサーモグラフィー画像および可視光画像が実質的に同時に取得される。
【０１９９】
　そのパターンの同定は、場合によっては、かつ、好適には、図１４を参照してこれまで
の箇所でもっと詳しく説明されているようにインデックス技術を用いることにより果たす
ことができる。
【０２００】
　次に、図１５を参照しながら説明すると、図１５は、本発明の様々な例証的実施形態に
よる、身体の３Ｄ空間表現を構築するのに適した方法１５０のフローチャート式ダイアグ
ラムである。本発明の様々な例証的実施形態においては、方法１５０は、好適には可視光
画像を用いることなく、サーモグラフィー画像に基づいてその３Ｄ空間表現を構築する。
【０２０１】
　方法１５０はステップ１５２から始まって、ステップ１５４へと続き、ステップ１５４
では、身体に、あるパターン、例えば赤外域におけるコード化されたパターンが照射され
る。そのパターンは、それの同定を可能にするどのような形状であってもよい。例えば、
１つの実施形態においては、そのパターンは１つ以上のバーコードを含んでおり、別の実
施形態においては、そのパターンは上述の一連のスポット１４４などの一連のスポットを
含んでおり、１つのさらなる実施形態においては、そのパターンはバーコードと一連のス
ポットとの組み合わせを含んでいる。
【０２０２】
　典型的には、そのパターンは、３～１４マイクロメートルの波長を有するレーザー光を
用いて照射される。本発明の１つの好適な実施形態によれば、１０．６マイクロメートル
の波長を有するＣＯ２レーザーが使用される。あるいは、赤外線ランプ、例えばＳｃｉｔ
ｅｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ，ＵＫから商業的に入手可能なＩＲ－５０シリー
ズの赤外線ランプなどを使用することもできる。そのパターンは、上述の３次元空間表現
を構築するために使用される望ましい技術に応じて選択される。従って、そのパターンは
、時系列コーディングおよび／または空間コーディングを可能にするように選択すること
ができる。
【０２０３】
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　好適には、身体に投射されるそのパターンは時間とともに変動する。例えば、ある一連
のパターンを、一度に１つのパターンを急速かつ周期的な態様で投射することができる。
これは、数多くの方法のうちのどのような方法で行われてもよい。例えば、周期的に変動
する透過係数を有しているプレートを照射装置の前で動かすことができる。あるいは、円
周方向的に変動する透過係数を有しているディスクを照射装置の前で回転させることもで
きる。またあるいは、相互に位相がシフトされた一連の定常的なパターンを急速に投射す
るためにストロボ技術を使用することもできる。また、そのパターンを形成するために光
学的な回折素子を使用することも想定されている。さらに、そのパターンは、これまでの
箇所でもっと詳しく説明されているように（図１４およびそれに伴う説明を参照のこと）
、一連のスポットの形態であってもよい。あるパターンを提供するための１つの好適な照
射装置が以下で説明されている。
【０２０４】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、その照射は充分に短いパルス長により特性
付けられる。好適には、２０ミリ秒より短いパルス、例えば１５ミリ秒未満、より好適に
は１０ミリ秒未満のパルスが使用される。
【０２０５】
　方法１５０はステップ１５６へと続き、ステップ１５６では、上述の身体およびパター
ンの１つ以上のサーモグラフィー画像を取得するために１つ以上のサーモグラフィーイメ
ージング装置が使用される。そのサーモグラフィーイメージング装置は、好適には、その
身体およびパターンから赤外域におけるデータを取得するのに適した光学素子を備えてい
る。そのような光学素子は、例えばＨｏｌｏ－Ｏｒ　Ｌｔｄ，Ｉｓｒａｅｌから商業的に
入手することができる。本発明の様々な例証的実施形態においては、本方法は、２つ以上
の異なる視点からその身体およびパターンの２つ以上のサーモグラフィー画像を取得する
。このサーモグラフィーによるイメージングは、選択されるパターンのタイプに応じて実
施される。例えば、時系列コーディングが用いられるときには、サーモグラフィーイメー
ジング装置は、照射のパルスと同期化される。
【０２０６】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、サーモグラフィーイメージング装置の露光時
間は２０ミリ秒未満である。好適には、そのサーモグラフィーイメージング装置の露光時
間および読み出し時間は、各サイクルでぴったり２０ミリ秒に合わせられる。例えば、１
つの実施形態においては、露光時間は１９ミリ秒であり、読み出しは１ミリ秒の間に行わ
れる。この実施形態が図１６ａに描かれている。
【０２０７】
　１つの代替的な実施形態においては、１回の露光で数回の読み出しが同時的に実行され
る。この実施形態においては、露光時間は２０ミリ秒以下であってよい。この実施形態が
図１６ｂに描かれている。本発明の１つの好適な実施形態によれば、それらの読み出しは
蓄積的に実行される。これは、例えば、取得された信号を、先の信号を消去または上書き
することなく、イメージング装置のピクセル内に先に格納されている信号に累積すること
により果たすことができる。数回の読み出し後、およそ２０ミリ秒毎に、そのイメージン
グ装置のピクセル内に格納されているデータを消去することができる。あるいは、この蓄
積をデジタル方式で実施することもできる。
【０２０８】
　１つの代替的な実施形態においては、露光時間および読み出し時間の両方が２０ミリ秒
よりも短い。この実施形態が図１６ｃに描かれている。
【０２０９】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、本方法はステップ１５８へと進み、ステップ
１５８では、身体により発生された熱に由来する画像データがフィルターにかけられてそ
のサーモグラフィー画像から除去される。これは、例えばデジタル強度フィルターを用い
て、その１つまたは複数のサーモグラフィー画像を処理することにより果たすことができ
る。あるいは、そのパターンを伴うことなく身体の１つ以上のサーモグラフィー画像を取
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得し、パターンを伴って取得されたサーモグラフィー画像から前述のパターンを伴うこと
なく取得されたサーモグラフィー画像を差し引くことによりそのフィルター作用を成し遂
げることができる。
【０２１０】
　本方法はステップ１６０へと続き、ステップ１６０では、パターンに対応したレンジデ
ータが計算される。そのレンジデータは、飛行時間法、三角測量法またはこの目的を達成
するために当技術分野において公知のあらゆる技術によって計算されてよく、例えばＩｎ
ｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｒｅｃｏｇｎ
ｉｔｉｏｎの議事録、８０６－８０８頁（１９８４年）におけるＳ．Ｉｎｏｋｕｃｈｉ，
Ｋ．ＳａｔｏおよびＦ．Ｍａｔｓｕｄａによる「Ｒａｎｇｅ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　３Ｄ　ｏｂｊｅｃｔ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ」：ならびに米国特許第４
４８８１７２号、第４９７９８１５号、第５１１０２０３号、第５７０３６７７号、第５
８３８４２８号、第６３４９１７４号、第６４２１１３２号、第６４５６７９３号、第６
５０７７０６号、第６５８４２８３号、第６８２３０７６号、第６８５６３８２号、第６
９２５１９５号および第７１９４１１２号；などを参照のこと。
【０２１１】
　本方法はステップ１６２へと続き、ステップ１６２では、サーモグラフィー画像および
レンジデータが身体の３Ｄ空間表現を構築するために使用される。
【０２１２】
　一旦構築されると、その３Ｄ空間表現を、例えばディスプレイ装置もしくはプリンター
を用いて、視覚可能な形態で表示させることができ、またはその３Ｄ空間表現をコンピュ
ータ可読媒体にデジタル形式で記録することもできる。また、前述の３Ｄ空間表現は、そ
の３Ｄ空間表現を受け入れてそれを分析および／または処理することができるように構成
されている別のシステムまたは装置へデジタル形式で出力することもできる。例えば、そ
の３Ｄ空間表現は、熱空間画像を発生させるシステムまたは装置へ出力することができる
。本方法はステップ１６４で終了する。
【０２１３】
　図１７は、身体の３次元空間表現を構築するためのシステム１７０の概略的な説明図で
ある。システム１７０は、方法１５０またはそのうちの選定されたステップを実行するた
めに使用することができる。システム１７０は照射装置１７２を含んでおり、照射装置１
７２は、身体２１０に赤外域におけるあるパターン１７４を照射することができるように
設計され、かつ、そのように構成されている。パターン１７４はバーコードとして照射さ
れているが、幾つかの用途ではそのパターンがバーコードの形態を成している必要性がな
いため、必ずしもこうである必要はない。従って、パターン１７４はあらゆる形状および
テクスチャのパターンであってよい。さらに、図１７には単一のパターンが示されている
が、装置１７２は１つより多くのパターンで身体２１０を照射すべく構成することもでき
るため、必ずしもこうである必要はない。従って、本実施形態は一連のパターンも想定し
ている。本発明の１つの好適な実施形態においては、パターン１７４は、これまでの箇所
でもっと詳しく説明されているように、インデックス機能を可能にするため、少なくとも
部分的に一連のスポット１４２を含んでいる。
【０２１４】
　装置１７２は、レーザー装置、赤外線ランプ、または赤外域の光および場合によっては
上述の如く可視域の光をも提供することができるあらゆる他の照射装置を含んでいてよい
。システム１７０は、さらに、身体２１０およびパターン１７４の１つ以上のサーモグラ
フィー画像を取得する１つ以上のサーモグラフィーイメージング装置２２４を含んでいる
。好適には、サーモグラフィーイメージング装置２２４は、少なくとも２つの異なる視点
から少なくとも２つの画像を取得する。システム１７０は、さらに、データ処理装置２３
０を含んでおり、そのデータ処理装置２３０は、これまでの箇所でもっと詳しく説明され
ているように、パターンに対応したレンジデータを算出し、かつ、身体２１０の３Ｄ空間
表現を構築する。本発明の様々な例証的実施形態においては、処理装置２３０は、例えば
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、これまでの箇所でもっと詳しく説明されているように、パターン１７４を伴って取得さ
れたサーモグラフィー画像からパターン１７４を伴わずに取得されたサーモグラフィー画
像を差し引くことにより、その身体によって発生された熱に由来する画像データをフィル
ターにかけて除去する。
【０２１５】
　本実施形態の技術は、身体の内部器官部分だけでなく外部器官部分の熱空間画像の取得
および／または分析に利用することができる。また、本実施形態の技術は、熱空間的に画
像撮影されるべき器官へのアクセスが本熱空間システムを用いて果たすことができる場合
には、観血療法の間に用いることもできる。本発明の好適な実施形態よる観血療法用途に
最も適した熱空間システムは、上で説明されているシステムと同様であるが、好適には、
その内部器官へのアクセスを容易化することができるように、イメージング装置が小型化
されている。この実施形態は、観血療法中に外科医師によってアクセス可能であるととも
に動かすこともできる内部器官を撮像するのに特に有用である。
【０２１６】
　肝臓内における腫瘍（アデノーマ、肝細胞癌など）の場合においては、例えば、観血療
法の間に、外科医師はイメージング装置を肝臓の近くに位置付け、その内部の腫瘍などの
病変の所在位置を決定するため、その肝臓の熱空間画像を取得する。一旦１つまたは複数
のそれらの所在位置が決定されると、外科医師は、例えばアブレーションまたはキャビテ
ーションにより、その腫瘍を破壊することができる。肝臓は極めて流血性の高い器官であ
るため、肝臓の組織を侵襲することなく肝臓内の腫瘍を破壊する能力が最重要性課題であ
ることが認識される。尚その上に、極端な場合には、肝臓のうちの治療不可能な量の腫瘍
を含有している部分を除去することができ、一方では、ごく僅かの腫瘍（例えば転移）を
含んでいる残りの部分を熱空間的に撮像することができ、かつ、その内部の腫瘍をアブレ
ーションまたはキャビテーションによって破壊することができる。また、上で説明されて
いる手順を、腎臓、結腸、胃または膵臓などの他の器官に対して実施することもできる。
【０２１７】
　本発明の様々な例証的実施形態において撮像され得る他の器官は脳である。脳は、本実
施形態の教示によって所在位置を特定することができ、かつ、場合によっては診断するこ
とができる多くのタイプの腫瘍を含み得る。そのような腫瘍の代表的な例は、に限定する
ものではないが、髄膜腫などの原発性の良性腫瘍、膠芽細胞腫または星状細胞腫などの原
発性の悪性腫瘍、ならびに結腸、胸部および睾丸などのいずれかの器官から脳への何らか
の悪性転移を含む。
【０２１８】
　これは、例えば、観血的な脳外科手術の間に果たすことができる。この実施形態におい
ては、頭蓋の一部が除去され、熱空間画像を取得するためのイメージング装置が、脳と頭
蓋の残りの部分との間に、予め定められた配列で挿入される。この後、これまでの箇所で
もっと詳しく説明されているように脳の熱空間画像を発生させることができる。もし脳が
腫瘍などの病変を含んでいる場合には、例えばアブレーションまたはキャビテーションに
より、それらの病変を破壊することができ、または、少なくとも部分的にそれらの病変に
ダメージを与えることができる。
【０２１９】
　また、本実施形態の技術は、極めて侵襲性の低い手順において使用することもできる。
この目的を達成するために、本発明者らは、一般的に本明細書ではシステム１８０として
表されており、かつ、図１８ａ～ｃに概略的に描かれている、熱空間イメージングシステ
ムを想定している。
【０２２０】
　図１８ａ～ｃを参照しながら説明すると、システム１８０は、それの最も簡単な構成に
おいて、その内部に生体の前部の少なくとも１つのサーモグラフィー画像を取得するため
の１つ以上のサーモグラフィーイメージング装置１８４を有する体内プローブシステム１
８２を含んでいる。
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【０２２１】
　体内プローブシステム１８２は、好適には、限定するものではないが、内視鏡プローブ
またはカテーテルなどの適切な移送機構にその装置を取り付けることにより、内視鏡的に
挿入される。体内プローブシステム１８２は、好適には、その内視鏡的挿入を容易化する
ため、可撓性を有している。付加的に、かつ、好適には、体内プローブシステム１８２は
、非侵襲的な生体内検査の間に被検者に及ぼす不快感を最小化するため、サイズ的に、か
つ、幾何学的に、その被検者の内部空洞に適合するように成されている。従って、体内プ
ローブシステム１８２は、好適には、経直腸的、経尿道的、経膣的または経食道的な検査
に適合している。
【０２２２】
　イメージング装置１８４は、好適には、プローブシステム１８２に取り付けることがで
きるような小型のイメージング装置である。システム１８０は、さらに、データ処理装置
２３０を含んでおり、このデータ処理装置２３０は、例えばプローブシステム１８２上に
設けられた第１送信機／受信機１８６および処理装置２３０上に設けられた第２送信機／
受信機１８８を有する無線通信システムを介してプローブシステム１８２と通信する。あ
るいは、通信ライン１９０を介して通信機能を確立することができる。イメージング装置
１８４により取得された画像データはプローブシステム１８２を介して処理装置２３０へ
送信され、処理装置２３０は、その画像データを受信し、かつ分析することで、上述の生
体の前部の合成熱空間画像を提供し、かつ、表示する。熱空間画像の生成は、これまでに
述べられているように、３Ｄ空間表現２０６の表面２０５上に１つ以上のサーモグラフィ
ー画像をマッピングすることにより行われる。
【０２２３】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、プローブシステム１８２は、さらに、１つ
以上の可視光イメージング装置１９２を含んでおり、これらの可視光イメージング装置１
９２は、前述の生体の前部の少なくとも１つの可視光画像を取得し、プローブシステム１
８２を介してその可視光画像に関する画像データを処理装置２３０へ送信する。この実施
形態においては、処理装置２３０は、３Ｄ空間表現を構築するために前述の可視光画像デ
ータを使用する。
【０２２４】
　あるいは、図１８ｂに描かれているように、システム１８０は、「１８２」および「１
８２’」で表されている２つの体内プローブシステムを含んでおり、ここでは、１つまた
は複数のサーモグラフィーイメージング装置１８４がプローブシステム１８２に取り付け
られており、１つまたは複数の可視光イメージング装置１９２がプローブシステム１８２
’に取り付けられている。この実施形態においては、プローブシステム１８２および１８
２’は、好適には、例えば同期化を可能にするため、送信機／受信機１８６または通信ラ
イン１９０を介してそれらの間で相互に通信している。
【０２２５】
　尚も別の代替的な形態においては、図１８ｃに描かれているように、システム１８０は
２つの体内プローブシステム１８２および１８２’を含んでおり、これらの各プローブシ
ステムはサーモグラフィーイメージング装置１８４と可視光イメージング装置１９２との
両方を有している。図１８ｂにおける実施形態の場合と同様に、プローブシステム１８２
および１８２’は、好適には、それらの間で相互に通信している。
【０２２６】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、システム１８０は、さらに、あるパターン
を身体の前部に照射するための照射装置１９４を含んでいる。このパターンは、本明細書
のこれまでの箇所でもっと詳しく説明されているように、レンジデータを算出するのに役
立つ。照射装置１９４は、好適には、プローブシステム１８２に取り付けられている。
【０２２７】
　一般的に、システム１８０は、侵襲性が極めて低い多くの手順において使用することが
でき、そのような手順は、限定するものではないが、関節鏡検査、気管支鏡検査、結腸鏡
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検査、膣鏡検査、膀胱鏡検査、内視鏡生検、胃鏡検査、腹腔鏡検査、喉頭鏡検査、直腸鏡
検査、胸腔鏡検査、食道－胃－十二指腸内視鏡検査、および内視鏡的逆行性胆道膵管造影
を含む。
【０２２８】
　次に、図１９ａを参照しながら説明すると、図１９ａは、本体内プローブシステムが胃
の熱空間画像を撮像するために使用される実施形態の概略的な説明図である。図１９ａに
は、食道３６０および胃３６１が示されている（これらの画像のソース：Ｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｌｉｂｒａｒｙ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ（ＮＬＭ）のウェブサイト）。また、カテ
ーテル３６３により食道３６０を通じて挿入され、胃３６１内に位置付けられた、体内プ
ローブシステム１８２も示されている。この実施形態は、平滑筋腫などの良性腫瘍、また
は癌腫もしくはリンパ腫などの悪性腫瘍を撮像するために使用することができる。
【０２２９】
　食道を通じて本体内プローブシステム１８２を挿入することができることによって、オ
ペレータは、食道自体の熱空間画像を取得することが可能になり、これにより、そこに存
在する食道の癌腫などの病変の所在位置を特定することが可能になる。
【０２３０】
　次に、図１９ｂを参照しながら説明すると、図１９ｂは、体内プローブシステム１８２
が前立腺または膀胱の熱空間画像を撮像するために使用される実施形態の概略的な説明図
である。図１９ｂには、直腸３６７、膀胱３６６、前立腺３７０および尿道３６９が示さ
れている。本実施形態においては、体内プローブシステム１８２は、肛門３６８を通じて
直腸３６７へ、または尿道３６９を通じて挿入することができる。本装置のプローブシス
テム１８２が尿道を通じて挿入されるときには、本装置は前立腺を撮像するために使用す
ることができ、この場合には、プローブシステム１８２が前立腺の近くに位置付けられ、
また別の場合においては膀胱を撮像するために使用することができ、この場合には、プロ
ーブシステム１８２が、図１９ｂに示されているように、膀胱内に挿入される。
【０２３１】
　次に、図１９ｃを参照しながら説明すると、図１９ｃは、プローブシステム１８２が子
宮、膀胱または卵巣の熱空間画像を撮像するために使用される実施形態の概略的な説明図
である。図１９ｃには、直腸３６７、膀胱３６６、子宮３７２および卵巣３７３が示され
ている。本実施形態においては、プローブシステム１８２は膣３７４を通じて挿入するこ
とができる。あるいは、プローブシステム１８２をカテーテルに取り付けて、子宮内に挿
入することもできる。この実施形態の熱空間イメージングは、子宮または膀胱内に存在す
るポリープの所在位置の特定または診断のために使用することができる。付加的に、この
実施形態は、子宮内に存在する良性腫瘍（例えば子宮筋腫）またはそこに存在する何らか
の悪性腫瘍の所在位置を特定するため、および場合によってはそれらを診断するために使
用することもできる。また、この実施形態は、卵巣に対して、そこに存在する原発性また
は二次性の何らかの悪性腫瘍の熱空間画像を撮像するために使用することができる。
【０２３２】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、異なる空間表現が被検者の異なる姿勢に対
応するようにして、２つ以上の３Ｄ空間表現が構築される。これらの実施形態は、これま
での箇所で説明されているどのタイプの熱空間イメージングにも適用可能である。
【０２３３】
　これらの３Ｄ空間表現のうちの少なくとも数個は、場合によっては、かつ、好適には、
個々の姿勢に対する１つ以上のサーモグラフィー画像の取得、および複数の熱空間画像を
提供するためなどの個々のサーモグラフィー画像の個々の３Ｄ空間表現上へのマッピング
を伴っていてよい。
【０２３４】
　幾つかの３Ｄ空間表現を用いることの１つのメリットは、それが本実施形態の方法によ
り一貫性試験として使用され得ることである。これが図２０に描かれており、図２０は、
身体内において熱的に区別された内部領域の決定に関する正確度を評価するのに適した方
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法４００のフローチャート式ダイアグラムである。
【０２３５】
　方法４００はステップ４０２から始まって、ステップ４０４へと続き、ステップ４０４
では合成熱空間画像が取得される。その熱空間画像は方法４００により生成されたもので
あってよく、または方法４００によりその画像を読み取ることができる別の方法もしくは
システムにより生成されたものであってもよい。本方法はステップ４０６へと続き、ステ
ップ４０６では、生体内における１つ以上の３次元の熱的に区別可能な内部領域の位置お
よび場合によってはサイズが決定される。これは、方法１０、方法５０または異なる方法
の間での組み合わせ（例えば方法１０と方法５０の組み合わせ）を含めた何らかの他の方
法を用いて果たすことができる。場合によっては、かつ、好適には、本方法は、これまで
の箇所で説明されているように、１つ以上の発源領域も決定する。
【０２３６】
　方法４００はステップ４０８へと続き、ステップ４０８では、生体の１つ以上の付加的
な３Ｄ空間表現が取得され、ここで、の各３Ｄ空間表現はその生体に関する１つの異なる
視点および／またはその生体の１つの異なる姿勢に対応している。方法４００がそれらの
付加的な３Ｄ空間表現を構築してよく、または方法４００によってそれらの３Ｄ空間表現
を読み取ることができる別の方法もしくはシステムにより３Ｄ空間表現が構築されてもよ
い。
【０２３７】
　方法４００はステップ４１０へと続き、ステップ４１０では、上述の３次元の熱的に区
別可能な内部領域に基づいて、３Ｄ空間表現のうちの少なくとも数個に対して、その付加
的な３Ｄ空間表現の表面における等温曲線の予想されるトポロジーが構築される。その予
想されたトポロジーは、好適には、その等温曲線の一般的な形状（閉じた曲線、開いた曲
線）に関する情報を含んでいるが、もっと多くの情報、例えば表面の温度データなどに関
する情報も含んでいてよい。この予想されるトポロジーは、身体内における上述の内部領
域の位置およびその３Ｄ空間表現の形状を使用し、かつ、等方性または異方性のどちらの
場合もあり得るその身体の熱伝導率をモデル化することにより、数値的に算出することが
できる。例えば、本方法は、これまでの箇所でもっと詳しく説明されているように（図１
０ａ～ｅおよびそれらに伴う説明を参照のこと）、熱的距離関数Ｄを考慮することにより
、その予想されるトポロジーを構築することができる。
【０２３８】
　方法４００はステップ４１２へと続き、ステップ４１２では、１つ以上の付加的な熱空
間画像が取得され、ここで、各熱空間画像は生体に関する１つの異なる視点および／また
はその生体の１つの異なる姿勢に対応している。これらの熱空間画像は方法４００により
生成されてよく、または方法４００によってその画像を読み取ることができる別の方法も
しくはシステムによりそれらの熱空間画像が生成されてもよい。本方法はステップ４１４
へと続き、ステップ４１４では、上述の１つまたは複数の付加的な熱空間画像が前述の予
想されたトポロジーと比較される。もし１つの付加的な熱空間画像における等温曲線のト
ポロジーが上述の予想されたトポロジーに類似している場合には、本方法は、その内部領
域の位置および場合によってはサイズが正確であるという決定を下すことができる。そう
でない場合には、本方法は、エラーの存在を認め、エラーが生じているという決定を下す
。従って、方法４００は、一貫性チェックとしての機能を果たし、身体内における熱的に
区別された対象物の所在位置に関して一貫性が存在するか否かの決定を下すことができる
。
【０２３９】
　方法４００は、上述の比較に関するレポートが発行されるステップ４１８へと続き、ス
テップ４１９で終了する。
【０２４０】
　幾つかの３Ｄ空間表現を用いることの１つの付加的なメリットは、それらが、予備試験
において、撮像するための適切な視点および／または身体の適切な姿勢を選択するのに役
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立ち得ることである。具体的に言うと、少なくとも数個の３Ｄ空間表現に対して、表面上
における等温曲線の上述の予想されるトポロジーが好適に構築される。一旦２つ以上のそ
のような予想されるトポロジーが分かると、オペレータまたは医師は、その検査に最も適
した撮像のための視点および／または身体の姿勢を選択することができる。
【０２４１】
　例えば、生体が女性の胸部であり、かつ、１つの３Ｄ空間表現はその女性が立っている
状態のときに取得され、第２の３Ｄ空間表現は女性が前屈みになっている状態のときに取
得されるものとしよう。さらに、上述の第１の３Ｄ空間表現ではその予想されるトポロジ
ーが開いたタイプの等温曲線であり、また、上述の第２の３Ｄ空間表現ではその予想され
るトポロジーが閉じたタイプの等温曲線であるとしよう。この場合においては、オペレー
タまたは医師は、熱的なデータが閉じたタイプの等温曲線によって特性付けられていると
きには、熱的に区別可能な対象物の位置の決定が一層正確であるため、第２の姿勢（前屈
姿勢）を選ぶように決定することができる。
【０２４２】
　それらのサーモグラフィー画像の取得中に生じる被検者の身体内における熱的な変化が
極めて僅かであるときに熱空間画像の撮像が実施されることが好適である。
【０２４３】
　次に、図２１を参照しながら説明すると、図２１は、本発明の様々な例証的実施形態に
より、生体が概して安定した熱的状態にあることを確証するのに適した方法４２０のフロ
ーチャート式のダイアグラムである。本方法はステップ４２２から始まって、ステップ４
２４へと続き、ステップ４２４では、予め定められた視点から、その生体の一連のサーモ
グラフィー画像が取得される。方法４２０はステップ４２６へと続き、ステップ４２６で
は、それらの画像内における熱的な変化を抽出するため、サーモグラフィー画像が比較さ
れる。本発明の様々な例証的実施形態においては、ステップ４２４およびステップ４２６
は実質的に同時に実施される。
【０２４４】
　上述の比較は１つより多くの方法で果たすことができる。１つの実施形態においては、
それぞれのサーモグラフィー画像が先に取得されている単一のサーモグラフィー画像と比
較される。あるいは、少なくとも数個のサーモグラフィー画像が、複数のサーモグラフィ
ー画像、例えばすべてが先に取得されている複数のサーモグラフィー画像と比較される。
場合によっては、かつ、好適には、本方法はステップ４２７へと続き、ステップ４２７で
は、熱的な変化がディスプレイ装置に表示される。
【０２４５】
　本方法は決定ステップ４２８へと続き、ステップ４２８において、本方法は、その熱的
な変化が予め定められている閾値以下であるかどうかを決定する。もしそれらの変化が前
述の閾値以下でない場合には、本方法はステップ４２４へとループバックする。もしそれ
らの変化が閾値以下である場合には、本方法はステップ４３０へと続き、ステップ４３０
では、その生体が概して安定した熱的状態にあることを示すレポートが発行される。上述
の閾値の値はサーマルイメージング装置に依存し、典型的には、そのイメージング装置の
熱的分解能に設定される。０．１℃以下の分解能を有するサーマルイメージング装置が当
技術分野において知られている。例えば、Ｐｈｏｔｏｎ　ＯＥＭ　Ｃａｍｅｒａコアは、
ＦＬＩＲから商業的に入手可能であって、摂氏０．０８５度未満の熱的分解能を提供して
おり、ＴＨ９１００ＰＭＶは、ＮＥＣから商業的に入手可能であって、摂氏０．０６度未
満の熱的分解能を提供しており、ＩＶＮ　３２００－ＨＳはＩＭＰＡＣから商業的に入手
可能であって、摂氏０．０８度未満の熱的分解能を提供している。従って、本発明の１つ
の好適な実施形態によれば、上述の閾値の値は約摂氏０．１度である。
【０２４６】
　また、本実施形態は、生体内における生検針またはカテーテルなどの医療装置の位置を
モニタリングするために使用することもできる。例えば、腫瘍内に生検針を導入する必要
があるときに、生検を実施する上で針の経路が適切であることを保証するために熱空間イ
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メージングを使用することができる。さらに、熱空間イメージングは、これまでに述べら
れているように、腫瘍の位置および場合によってはサイズを決定するために使用すること
ができるため、複合手順を用いることが可能であり、これにより、その腫瘍の存在、位置
および場合によってはサイズを決定するため、ならびに既にその身体内に導入されている
生検針の経路をモニタリングするために、同一の熱空間イメージングシステムを用いるこ
とができる。
【０２４７】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、その医療装置（針、カテーテルなど）の温
度は、その身体の平均温度とは充分に異なる温度に設定される。これにより、その医療装
置が本熱空間イメージングシステムによって検出可能であることが保証される。一旦その
医療装置の温度が設定されると、その医療装置が身体内に導入される。この後、その身体
および医療装置の１つ以上の合成熱空間画像を生成し、その装置の位置または経路をモニ
タリングするために使用することができる。
【０２４８】
　次に、図２２を参照しながら説明すると、図２２は、生体内に挿入可能な医療装置４４
０の概略的な説明図である。装置４４０は、例えば生検装置として、例えば標準的な乳房
生検手順を実施するための生検装置として使用されてよい。装置４４０の特別な利点は、
本装置が、身体内に挿入されている間に、温度の感知または測定を可能にすることである
。装置４４０は、好適には、比較的サイズが小さく、かつ、それによって感知機能に影響
を及ぼすようなレベルの熱伝導率をもたらさない。好適には、装置４４０は、腫瘍のサイ
ズが小さいときに早期に癌の診断を行えるようにするため、高い正確度でその腫瘍および
周囲組織の温度プロファイルを検出し、かつ、そのような温度プロファイルを提供するこ
とができる。
【０２４９】
　装置４４０は、好適には、近位側端部４４４、遠位側端部４４６および端部４４４から
端部４４６まで延びているオプティカルファイバ４４８を有する中空構造物４４２を含ん
でいる。遠位側端部４４６は、装置４４０を身体内に容易に挿入することができるように
するために、尖端部として成形することができる。ファイバ４４８は、熱放射を遠位側端
部４４６から近位側端部４４４まで伝えることができるように設計され、かつ、そのよう
に構成されている。その熱放射は、適切な装置、例えば、限定するものではないが、ファ
イバ４４８と光学的にやりとりを行うサーマルイメージング装置４５０などにより測定ま
たは記録されてよい。ファイバ４４８は、赤外域における電磁放射線を誘導するのに適し
た材料でできている。また、ファイバ４４８は、構造物４４２の材料とは異なる材料でで
きていてよい。この実施形態においては、ファイバ４４８は、構造物４４２内の通路４５
２内へ導入される。あるいは、構造物４４２が赤外域における電磁放射線を誘導するのに
適した材料でできていてもよく、この場合には、上述の通路自体がオプティカルファイバ
として機能することができる。
【０２５０】
　図２２に描かれている実施形態においては、構造物４４２内において温度の測定または
感知が行われないことが認識される。もっと正確に言えば、熱的なエネルギーがそのオプ
ティカルファイバを通じる放射によって誘導される。これは、公知の温度測定用プローブ
、例えば米国特許第６４１９６３５号に開示されているプローブなどとは実質的に異なっ
ており、前述の特許の場合、そのプローブは測定を実施し、データを外部の場所へ伝送す
る。装置４４０は、それ故、製造プロセスの観点からも、また、コストおよび入手可能性
の観点からも、どちらの観点からも有利である。
【０２５１】
　次に、図２３ａ～ｂを参照しながら説明すると、図２３ａ～ｂは、本発明の様々な例証
的実施形態による、照射装置４６０の概略的な説明図である。装置４６０は、例えば撮像
されるべき表面にあるパターンを照射するための、レンジ・イメージング・システムにお
いて使用することができる。
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【０２５２】
　装置４６０は、光ビーム４６４を発生させる光源４６２、ダイナミックビーム偏向器４
６６および画像形成エレメント４６８を含んでいる。光源４６２は、好適には、レーザー
ビームを放射するレーザー装置を含む。光ビーム４６４は、装置４６０が使用される適用
形態に依存して、可視域または赤外域のどちらであってもよい。また、例えばＳｃｉｔｅ
ｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ，ＵＫから商業的に入手可能なＩＲ－５０シリーズ
の光源などのように可視域および赤外域の両方の光ビームを発生させる光源も想定されて
いる。
【０２５３】
　ビーム偏向器４６６は、画像形成エレメント４６８の表面をスキャンするために、光ビ
ーム４６４を動的に偏向させる働きをし、例えばそこを横断するラスターパターンを定め
る。ビーム偏向器４６６は、例えば、限定するものではないが、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ　Ｉｎｃ．，ＵＳＡから商業的に入手可能なＤｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍ
ｉｒｒｏｒ　ＤｅｖｉｃｅＴＭなどの、可動ミラーまたは可動ミラーのアレイを含むこと
ができる。また、ビーム偏向器４６６は、電気光学素子、好適にはそこに加えられた電気
的なバイアスに応答してその光ビームを偏向させる電気光学結晶も含むことができる。
【０２５４】
　画像形成エレメント４６８が図２３ｂでもっと分かりやすく描かれており、図２３ｂは
視点Ａからのエレメント４６８を示している。図示されているように、エレメント４６８
は、参照記号４７０－１、４７０－２、．．．４７０－Ｍ、．．．４７０－Ｎで表されて
いる複数の区別された領域を含んでいる。の区別された領域のうちの少なくとも数個は、
好適には、異なる画像を形成すべく設計されている。それらの領域４７０は、例えばホロ
グラフィック素子および回折格子などであってよい。いずれにしても、領域４７０は、領
域４７０を通過した光が画像を構成するような態様で、光の選択的な透過を許容する。
【０２５５】
　作動中には、ビーム４６４がエレメント４６８の表面をスキャンしているときに、異な
る時間で異なる画像が形成される。従って、装置４６０は、周期的な態様で表面に一連の
パターンを照射することができる。エレメント４６８上におけるビーム４６４のスキャニ
ング速度は、好適には、形成される画像の急速な変化が可能なように選択される。これは
、迅速なレンジイメージングを促進するため、有利である。例えば、その表面を単一フレ
ーム（例えば２０ミリ秒）の持続時間内に一連の１０個以上のパターンで照射することが
でき、従って、レンジイメージングの速度の大きさを１桁増大させることができる。
【０２５６】
　本実施形態は、身体の３次元空間表現を構築するための技術を成功裏に提供する。その
技術は、「構造光技術」または「符号化光技術」として一般的に知られている技術を改良
したものである。この技術は、非平面表面に投射されたストライプが曲線でその表面と交
わり、前述の曲線がその表面の特性を反映したものであり得るという観察結果に基づいて
いる。その曲線の画像は、イメージング平面と呼ばれるイメージング装置の平面上に複数
の測定されたポイントを形成すべく撮像されるイメージング装置により取得することがで
きる。その曲線および上述のストライプを生成する光源は、光平面と呼ばれる別の平面を
定めている。その光平面上のポイントと前述のイメージング平面上のポイントとの間には
、予測される対応が存在する。この予測される対応に基づいて、非平面表面上に存在する
ポイントの３Ｄ座標を決定することができる。表面全体の画像を取得するために、単一の
ストライプの代わりにコード化されたパターンが投射され、従って「構造光」または「符
号化光」という用語が使用されるようになった。
【０２５７】
　公知の構造光技術に関する１つの大きな問題は、取得された画像の方位分解能を符号化
されたパターンを生成するために使用したプロジェクタの固有分解能以上に高めることが
できないということである。多くのタイプのイメージング装置が小さめのピクセルサイズ
（数十ミクロンのオーダー）における画像を取得することができるものの、高分解能のプ
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ロジェクタはほとんど入手することができない。例えば、ＳＶＧＡプロジェクタは８００
本のストライプを生成する。約４０ｃｍの投射領域の場合、単一のストライプ（または隣
接したストライプ間のギャップ）の幅は約１ミリメートルの半分である。もっと高性能で
高価なプロジェクタを使用しても、その分解能を辛うじて改善する程度にすぎない。例え
ばＸＧＡプロジェクタは１０２４本のストライプを生成し、従って、割合として３０％未
満だけその分解能を小さくすることができるにすぎない。しかしながら、どちらの場合に
も、単一の投射されたエレメントの幅はイメージング装置の数個のピクセルにわたって広
がり、達成可能な分解能はそのプロジェクタの分解能によって決定づけられることが認識
される。
【０２５８】
　本実施形態は、身体の３次元空間表現を構築するための方法５００およびシステム６０
０を提供することにより、上述の分解能に関する限界を成功裏に克服している。
【０２５９】
　本発明の好適な実施形態による方法５００の方法ステップを開述しているフローチャー
ト式のダイアグラムが図２４に与えられており、また、本発明の好適な実施形態によるシ
ステム６００の概略的な説明図が図２５に与えられている。
【０２６０】
　図２４および図２５を共同的に参照しながら説明すると、方法５００はステップ５０２
から始まって、ステップ５０４へと続き、ステップ５０４では、身体６１０がパターンプ
ロジェクタ６０２を用いて照射される。本発明の様々な例証的実施形態においては、プロ
ジェクタ６０２は、異なる色のコード化されたパターンが相互にシフトされるような態様
で、身体６１０に２つ以上の異なる色のコード化されたパターン６０４を投射する。図２
５には相互にシフトされた３つのコード化されたパターン６０４ａ、６０４ｂおよび６０
４ｃが示されており、それら３つのパターンは、例えば赤色光、緑色光および青色光のコ
ード化されたパターンに対応するものであってよい。
【０２６１】
　プロジェクタ６０２は、当技術分野において公知のどのようなテクノロジーに基づくも
のであってもよく、例えば、限定するものではないが、ＬＣＤ、ＤＬＰまたはそれらの組
み合わせなどであってよい。プロジェクタ６０２は多くのタイプのパターンを提供するこ
とができる。例えば、あるパターンは幾つかのストライプを含むことができる。それらの
ストライプは一様であってよく、または線形勾配の光強度プロファイルを有することもで
きる。そのようなパターンは、ストライプ上に存在する数個のポイントの同定を可能にす
る。別のタイプおよび形状のパターンも本発明の範囲から除外されるものではない。
【０２６２】
　大まかに言うと、プロジェクタ６０２は、光源６０６および光学素子６０８を含んでい
る。光源６０６は、典型的には、それぞれが幾つかの主要な色（例えば赤、緑および青）
の光出力が可能な、多色照射ユニットのマトリクスまたは多色照射セルのマトリクスを含
んでいる。また、それぞれの照射ユニットを２つ以上の単色サブユニットに小分けするこ
ともできる。従って、例えば、多色照射ユニットは、当技術分野において公知なように赤
色サブユニット、緑色サブユニットおよび青色サブユニットを含むことができる。あるい
は、その多色照射ユニットを、例えばＤＬＰプロジェクタの場合のように、そのような小
分けを伴うことなく作動することもできる。上述のマトリクスは、パッシブマトリクスで
あってもよいし、またはアクティブマトリクスであってもよい。
【０２６３】
　光源６０６がパッシブマトリクスから成っているときには、そのユニット内では何ら光
は発生されず、そのユニットは、その光源のバックライトアセンブリにより発生された光
の透過をブロックすることができるだけか、またはその光源のフロント・イルミネーショ
ン・アセンブリにより発生された光の反射を可能にすることができるだけである。この実
施形態においては、それぞれの照射ユニットは、異なる色の光出力をもたらすための、カ
ラーホイールまたは赤色、緑色および青色（ＲＧＢ）フィルターの配列などのカラーフィ
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ルターを含んでいる。光源６０６がアクティブマトリクスから成っているときには、それ
ぞれの照射ユニットが独立して光を放射する。この実施形態においては、各ユニットが白
色光を生成し、その後、その白色光がサブユニットレベルにおいてカラーフィルターによ
りフィルターにかけられてもよい。あるいは、各サブユニットが発光ダイオードまたは有
機発光ダイオードなどの単色発光素子を含んでいてもよい。
【０２６４】
　光源６０６の多色照射ユニットの個数がプロジェクタ６０２の分解能と呼ばれている。
当業者であれば認識されるものと思われるが、ピクセルの個数が多ければ多いほど、それ
だけ分解能は良好になる。これまでに、６４０×４８０ユニットの分解能を有するプロジ
ェクタ（ＶＧＡプロジェクタとしても知られている）、８００×６００ユニットの分解能
を有するプロジェクタ（ＳＶＧＡプロジェクタとしても知られている）、１０２４×７６
８ユニットの分解能を有するプロジェクタ（ＸＧＡプロジェクタとしても知られている）
、１３６６×７６８ユニットの分解能を有するプロジェクタ（ワイドＸＧＡまたはＷＸＧ
Ａプロジェクタとしても知られている）、１２８０×１０２４ユニットの分解能を有する
プロジェクタ（ＳＸＧＡプロジェクタとしても知られている）、１４００×１０５０ユニ
ットの分解能を有するプロジェクタ（ＳＸＧＡ＋またはＳＸＧＡプラスプロジェクタとし
ても知られている）、および１６００×１２００ユニットの分解能を有するプロジェクタ
（ＵＸＧＡプロジェクタとしても知られている）などが知られている。
【０２６５】
　それぞれの多色照射ユニットが照射表面上における単位領域の照射に関与し、その単位
領域は文献中において「ドット」または「投影ピクセル」としても知られている。その投
影ピクセルは（それに対応している照射ユニットの物理的な面積というよりむしろ）表面
上の面積に対応しているため、その投影ピクセルのサイズは、プロジェクタとその照射表
面との間の距離およびその照射ユニットから発せられる光ビームの発散性に依存している
。それにもかかわらず、ある与えられたプロジェクタおよびある与えられた投射距離に対
しては、投影ピクセルを直径または面積などのサイズによって特性付けすることができる
。プロジェクタ６０２の分解能がその照射表面上に投影されるピクセルの最大個数を決定
づける。同様に、プロジェクタ６０２のある与えられたカバーエリアに対しては、その分
解能がプロジェクタ６０２の隣接している投影ピクセルの中心間の横方向距離を決定づけ
る。
【０２６６】
　光学素子６０８は、上述のコード化されたパターンをもたらすべく、光源６０６によっ
て発生された光ビームを光学的にコントロールする。光学素子６０８は、例えば集束化ま
たは平行化素子、２色性光学系、回折格子、ホログラフィック素子およびデジタル・マイ
クロミラー・デバイス・チップなどを含むことができる。また、そのような光学素子およ
び同様な光学素子の様々な組み合わせも想定されている。異なる色のコード化されたパタ
ーン間における相互的なシフトは、好適には、光学素子６０８により達成される。本発明
の様々な例証的実施形態においては、光学素子６０８は、異なる転向角度で異なる波長を
転向する。これは、例えば光学素子６０８が可視域における予め定められた波長（例えば
、緑色または緑色がかった色の光に相当する波長）を有する光を光学的にコントロールす
るように設計することによって達成することができる。光学素子６０８は特定の波長用に
設計されるため、異なる波長に対して異なる光学的なコントロールが得られる。
【０２６７】
　プロジェクタ６０２は、好適には、但し必ずという訳ではないが、逐次モードで作動す
る。この好適な実施形態においては、表面は、異なる色の２つの隣接したパターンが異な
るタイミングで投射されるような態様で照射される。ある与えられた色のパターンは、好
適には、収集ステップにおける各ユニットが同じ波長として光を放射するような態様で照
射ユニットの収集ステップを起動させることにより発生される。隣接するパターンは、異
なる波長として光を放射させるべく照射ユニットの同じ収集ステップを起動させることに
より発生させることができる。従って、本発明の１つの好適な実施形態によれば、少なく
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とも２つの隣接しているパターンが、照射ユニットの同一の収集ステップを用いて発生さ
れる。
【０２６８】
　それらのパターンの波長は、それらのユニットの主要な色に対応するものであってよく
、あるいは、予め定められたそれら主要な色の混ぜ合わせに対応するものであってもよい
。ある主要な色のパターン、例えば赤色のパターンが発生されるときには、収集ステップ
における各ユニットが赤い色の光を放射する。隣接する１つのパターンは、同じ収集ステ
ップを、例えば緑色の光を放射するようにして起動させることにより発生させることがで
き、また、別の隣接するパターンは、青色の光を放射するようにして同じ収集ステップを
起動させることにより発生させることができる。好適には、上述のプロジェクタ６０２の
逐次的な作動は、ユニットの収集ステップが第１の色のパターンを放射させるべく起動さ
れ、次いで、同じ収集ステップが第２の色のパターンを放射させるべく起動され、その他
、というような作動の態様である。その後、ユニットの別の収集ステップが、一連の単一
の色のパターンなどを放射させるべく起動される。
【０２６９】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、プロジェクタ６０２は、異なる色のコード化
されたパターンが隣接している投影ピクセルの中心間の特性距離よりも少ない量だけ相互
にシフトされるように設計され、かつ、そのように構成されている。好適には、異なる色
のコード化されたパターンは、隣接している投影ピクセルの中心間の特性距離の半分、よ
り好適にはそのような特性距離の３分の１相互にシフトされる。
【０２７０】
　本実施形態は、異なる波長に対して光学素子６０８の異なる応答を引き出し、投影ピク
セルのサイズに満たない量だけシフトされた隣接パターンを発生させる。本発明の様々な
例証的実施形態においては、プロジェクタ６０２は、たとえパターン間の距離が単一の投
影ピクセルのサイズよりも小さいとしても、隣接しているパターンの間での混ざり合いを
避けるため、プロジェクタ６０２の逐次モードで作動する。しかしながら、プロジェクタ
６０２は同時モードで作動することもできる。この実施形態においては、その取得は（以
降の、ステップ５０６および装置６１２を参照のこと）、好適には、隣接しているストラ
イプの同定を可能にするため、カラーフィルターの配列を使用する。いずれにしても、プ
ロジェクタ６０２の有効分解能が有意に高められる。好適には、プロジェクタ６０２の有
効分解能はその照射ユニットの個数よりも３倍大きい。
【０２７１】
　より好適には、プロジェクタ６０２の有効分解能はその照射ユニットの個数の９倍であ
る。これは、それぞれの横方向寸法においてその分解能を３倍高めることにより達成する
ことができる。
【０２７２】
　例えば、ある表面にストライプを生成するＲＧＢプロジェクタについて考えてみよう。
その表面には、ストライプによって照射され得る特定量の異なる場所が存在する。この数
は、一般的に、投影ピクセルのユニット数で表現された表面の幅または長さに等しい。そ
のプロジェクタが逐次モードで作動しているときには、上述の異なる場所の個数は３倍増
大し得る。これは、照射ユニットの特定の線形収集が、表面の第１の横方向の場所に赤色
のストライプを投射し、表面の第２の横方向の場所に緑色のストライプを投射し、そして
、表面の第３の横方向の場所に青色のストライプを投射することができるためであり、こ
こで、第１、第２および第３の横方向の場所は相互に関して僅かにシフトされている。し
かしながら、これら３つすべての場所の横方向の広がりは単一の投影ピクセルの直径にほ
ぼ等しい。従って、それらの照射ユニットの収集ステップが表面に白色のストライプ（Ｒ
ＧＢカラーすべてのブレンドとして形成される）を投射したとすれば、その幅は、それぞ
れの主要な色のストライプの幅よりも約３倍広くなるであろう。
【０２７３】
　この状況が図２６ａ～ｄに描かれており、これらの図は、横方向の場所７１２における
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第１のストライプ７０２（図２６ａ）、横方向の場所７１４における第２のストライプ７
０４（図２６ｂ）、横方向の場所７１６における第３のストライプ７０６（図２６ａ）を
示しており、これら３つすべてのストライプが横方向の場所７１２～７１６にわたって広
がっている。
【０２７４】
　水平方向のストライプに対してだけでなく、垂直方向のストライプに対しても同様な考
察を行うことができ、この場合においては、分解能が３×３＝９倍高められる。
【０２７５】
　本発明の様々な例証的実施形態においては、異なる色の２つの隣接しているストライプ
間のシフトは、単一のストライプの幅よりも小さい。正式には、ストライプの幅がｗであ
るとき、異なる色の２つの隣接しているストライプ間の相互のシフトはＸｗであり、ここ
で、Ｘは０＜Ｘ＜１であり、より好適には０＜Ｘ≦０．５、さらに一層好適には０．３≦
Ｘ≦０．５であり、例えば約１／３である。例えば、ストライプの幅が０．４ｍｍであり
、かつ、プロジェクタ６０２が３つの主要な色を生成するときには、上述の相互シフトは
約０．１５ｍｍである。
【０２７６】
　方法５００はステップ５０６へと続き、ステップ５０６では、画像データをもたらすべ
く、コード化されたパターンの１つ以上の画像が取得される。その取得は、ＣＣＤなどの
イメージング装置６１２を用いて果たすことができる。イメージング装置６１２の設計お
よび基本機能は当技術分野において周知であり、ここでは詳しく説明しない。画像取得の
基本機能（例えば、限定するものではないが、ＣＣＤチップの読み出しおよび同期化、バ
ックグラウンドの減算、自動露光、オートフォーカスなど）を行うことに加え、装置６１
２の電子回路は、好適には、較正データを保存するための記憶媒体を含んでいる。
【０２７７】
　本発明の１つの好適な実施形態によれば、その取得は、異なる色のコード化されたパタ
ーン間での区別が可能であるようにして果たされる。従って、イメージング装置６１２の
分解能は、少なくともプロジェクタ６０２の有効分解能と同程度の高さを有している。こ
れに加え、それらのコード化されたパターンは逐次的な態様で発生されるため、画像の取
得ステップは、単一の露光時間の間に行われる多数回の読み出しを含む。例えば、３つの
主要な色が存在しているときには、その画像の取得ステップは、例えば発生されたそれぞ
れのパターンに対して１回の読み出しを行うなど、単一の露光時間の間に行われる３回の
読み出しを含む。また、これまでの箇所でもっと詳しく説明されているように、短い露光
時間の使用も想定されている（図１６ａ～ｃおよびそれに付随する説明を参照のこと）。
【０２７８】
　方法５００はステップ５０８へと進み、ステップ５０８では、上述の画像データに基づ
いて、それらのコード化されたパターンの３Ｄ位置が算出される。その計算は、当技術分
野において公知の適切な３Ｄ位置計算アルゴリズムによって補完されている画像データ処
理装置６１４を用いて実施される。
【０２７９】
　大まかに言うと、そのアルゴリズムは、好適には、画像上のコード化されたパターンの
位置を用いて所在位置を特定する。場合によっては、取得されたパターンの強度が相互間
で比較される。一旦それらのパターンが同定されると、そのパターンの３Ｄ座標を、当技
術分野において公知の態様で、例えば三角測量法により決定することができる。システム
の幾何学的なパラメータ、例えば光源とイメージング装置との間の距離およびそれらのパ
ターンが放射される角度などは、一般的に、そのシステムの設計から知ることができ、ま
たは当技術分野において公知のように適切な較正プロセスで決定することができる。較正
データの代表的な例は、限定するものではないが、三角測量による距離、焦点距離、ピク
セルのサイズ、角度的な位置およびコード化されたパターンの強度プロファイルなどを含
む。３Ｄ座標の計算は、典型的には、但し排他的にということではないが、２つの段階に
分けて使用される：それらのパターンの一部のみの３Ｄ座標が決定される低分解能段階、
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座標の計算は、好適には、異なる色の隣接しているパターンの決定が可能になるような正
確度で実行される。言い換えれば、その計算の正確度は、好適には、隣接している投影ピ
クセル間の距離よりも小さい量だけ横方向にシフトされた対象物間における区別を可能に
するような正確度である。例えば、それらのパターンがストライプを含んでいるときには
、その計算の正確度は、２つの隣接しているストライプ間の距離に適合する。
【０２８０】
　典型的には、それぞれが約１０～５０本のストライプから成っている約１０～２０個の
パターンで充分に表面の幾何学的形状を見積もることができる。その表面の３次元表現は
、三角メッシュをもたらすべく、当技術分野において公知のメッシングアルゴリズム用い
て近似することができる。
【０２８１】
　本方法はステップ５１０で終了する。
【０２８２】
　本発明はその特定の実施態様によって説明してきたが、多くの別法、変更および変形が
あることは当業者には明らかであることは明白である。従って、本発明は、本願の請求項
の精神と広い範囲の中に入るこのような別法、変更および変形すべてを包含するものであ
る。本明細書で挙げた刊行物、特許および特許出願はすべて、個々の刊行物、特許および
特許出願が各々あたかも具体的にかつ個々に引用提示されているのと同程度に、全体を本
明細書に援用するものである。さらに、本願で引用または確認したことは本発明の先行技
術として利用できるという自白とみなすべきではない。節の見出しが使用されている程度
まで、それらは必ずしも限定であると解釈されるべきではない。
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